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選挙における公開討論会の今日的意義

一一市民による公開討論会運動の経験を通して一一

いけ ひで あき

小池秀明

序…・一一……・・…...・H ・.....・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・……...193 

第1章選挙における立会演説会とその廃止…....・H ・..………………………..193 

第l節立会演説会制度の導入....・H ・...・H ・.....……………H ・H ・-……・…… 193

(1) 立会演説会とは何か…・…・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 193 

(2) 立会演説会制度の内容…・…...・H ・.....・H ・.....・H ・-…・....・H ・.........…… 194

(3) 初期の立会演説会の様子・…・……・…....・H ・....・H ・H ・H ・...・H ・-……… 194

(4) 立会演説会に対する様々な声……....・H ・.........…H ・H ・-……………..195 

第2節立会演説会の廃止…・……・…....・H ・....・H ・.....・H ・.....・H ・-………… 195

(1) 立会演説会の問題点…………....・H ・-…....・H ・..…...・H ・-………… 195

(2) 鳩山内閣の小選挙区制導入と立会演説会の廃止……H ・H ・-………… 197

(3) 立会演説会改革・様々 な議論…….....・H ・-…・………...・H ・-………… 198

(4) 廃止間近の立会演説会………・-…………H ・H ・-…...・H ・H ・H ・..…...・H ・.198 

(5) 公職選挙法改正・立会演説会の廃止………H ・H ・...・H ・...・H ・-………… 198

第3節立会演説会の廃止がもたらしたもの....・H ・...・H ・…...・H ・....……… 199

第2章 立会演説会廃止以後の選挙の現状とその問題点……………………… 201

第1節立会演説会廃止以後の選挙…一・………...........……...・H ・-…-…..201 

(1) 情報交流の場としての選挙……・・……………...・H ・.....・H ・..…・……… 201

(2) 選挙運動の制限とその問題点・…・・…………・………・…・ー……...・H ・.202 

(3) 選挙報道の実態とその問題点………………………………・・…………・ 202

(4) 乏しい有権者の判断材料ー←法定情報媒体の実態…....・H ・....………… 203

第2節有権者の側から見た選挙低投票率と無党派層…・…………・…… 204

(1) 選挙に行かない有権者一最近の選挙における低投票率傾向…・……ー 204

(2) 自立した有権者 「新・無党派」層の増加………ー…………...・H ・205 

第3節 選挙における新しい情報媒体の必要性……………………・・……一.207 

第3章市民による公開討論会運動の生成と展開…・…・……………………… 209

第1節市民による公開討論会運動の始まり…-・…....・H ・....・H ・-………… 209

191 



192 

(1) 公開討論会運動前史…・・...・H ・....…・・…・…・……・・…・………・ー……...209 

(2) 1997年2月の京都市長選挙立候補予定者による講演会の開催・…..210 

(3) リンカーン・フォーラム………………………...・H ・..…・・…...・H ・..….210 

第2節北海道における公開討論会運動の生成と展開………......・H ・..…….211 

(1) 1998年以前の公開討論会の動き ....・H ・........・H ・...・H ・..…・…・...・H ・.211 

(2) I公開討論会を実施する道民の会」の結成-…...・H ・-…………ー… 211

(3) 参議院議員選挙立候補者による合同個人演説会………・…・…...・H ・.212 

(4) 札幌市長，北海道知事選挙立候補予定者による公開討論会…H ・H ・...212 

(5) 全道に広がる公開討論会...・H ・.....・H ・-…...・H ・....・H ・...……...・H ・...… 213

第3節公開討論会運動の行方公開討論会運動が日指すもの・-…・……・ 214

第4章選挙における公開討論会の今日的意義と課題…………...・H ・...…… 215

第1節選挙の種類と公開討論会………H ・H ・....・H ・...・H ・-……・…・.........215 

第2節公開討論会の今日的意義……・...・H ・-………H ・H ・.....・H ・-…H ・H ・...215 

(1) Iイメージ」から「政策」へ テレビ政治の問題点から…...・H ・..… 215

(2) 有権者・候補者聞の情報交流の場として...・H ・.......・H ・..…...・H ・-… 216

第3節 公開討論会をめぐる諸問題……・…・・H ・H ・....・H ・-…………・…….217 

(1) 公開討論会をめぐる諸問題・その 1 (公開討論会を取り巻く状況から)

217 

(2) 公開討論会をめぐる諸問題・その2(運営上の問題点)…………… 220

第4節 公開討論会の制度構想…・…・...・H ・H ・H ・-…...・H ・..……・・…・…・…・… 221

(1) 公開討論会の条件整備 選挙運動の自由化………………H ・H ・...・H ・.221 

(2) 公開討論会の条件整備一選挙の分権化…・……H ・H ・-……....・H ・-….221 

(3) 制度化への展望とその問題点…....・H ・H ・H ・..……………・・…………… 222

(4) 公開討論会の「公設「市民営』イ七」の構想・……...・H ・.....・H ・-…… 224

結.......................・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…....・H ・-… 226 



序

選挙が近付くと，私達は決まって新聞などマス

メディアから次のような言説を聞かされる。

「…選択の基準は，やはり第1には政策内容とい

うことにしたい。主要政党はどういう公約を掲げ

ているのか。財政再建，景気回復，福祉充実など

と列挙されているスローガン相互の聞に矛盾はな

いか…候補者の識見，資質をじっくりと考えて判

断した ~)...}l)

つまり，選挙は政党や候補者の政策で選ぼう，

と言っているわけだが，果たして，こうした選択

の仕方は可能なのだろうか。

「…どの候補者も例外なし選挙運動カーに拡声

器を積み込んで候補者の名前を連呼しときどき停

車して短い演説をや…るという，あまりパッとし

ない、常道かをとった/…登録された選挙運動カー

で…練り歩き，拡声器から単調な台詞を何度も何

度も流した。その台詞はwOOxxでございます。

ムム党公認OOxxでございます。どうぞよろし

くお願いします』というものだ/…00の選挙

カーが通る場所と時間を組んだ予定表が，事前に

各町内会の世話人に配布され，世話人はなるべく

多くの人びとを集めて00にあいさつさせるよう

にとりはからった。そういう一団の人だかりが視

野に入ると， 00は車を停めて短い街頭演説をし

た/…しゃべり終わると，再び、車に戻って単調き

わまりない wOOxxでございます…』のくりか

えしである/…日没近くになると， 00は別府の

中心繁華街へ引き返し，アーケードの中を歩いて

メガホンで…呼びかけた。いわし地元出身候補，

ムム党の若返り，、若者と女性に愛されるか保守政

党の創造…等々 }2)

これは，現在，コロンビア大学の教授であるジェ

ラルド・カーチスが，名著『代議士の誕生』の中

で描いた， 1960年代後半の大分県における選挙運

動の様子である。このような選挙の様子は， 30年

後の今日においてもほとんど変わっていない。こ

うした選挙のやり方が続く限り，私達はメディア

が呼び掛ける政策重視の選択を行うことは極めて

選挙における公開討論会の今日的意義

難しい。

ところが最近，このような選挙の現状を打破し

ようと，有権者の側から r選挙の前には候補者に

よる公開討論会を聞き，候補者の政策や人物をよ

く知る機会・場をつくろう」という運動が起こり

始めている。そこで本論文では，この有権者によ

る公開討論会運動を足掛かりとして，現状の選挙

運動の問題点を明らかにした上で，選挙における

公開討論会の今日的意義，その課題等について論

じる。なお，筆者は，今日まで2年にわたり，北

海道・札幌における公開討論会運動に関わり，そ

の一部始終を観察するだけではなく，実践しでも

きた。その意味で本論文は，運動の現場からの，

またー市民・一有権者の視点、からの問題提起・政

策提言でもある。

注序

(1) W読売新聞』社説， 1999年4月11日付。

(2) ジェラルド・カーチス『代議士の誕生一日本

保守党の選挙運動~ (山岡清二訳，サイマル出版

会， 1971年)， 210~211 頁。

第 1章 選挙における立会演説会とその廃止

第 l節立会演説会制度の導入

(1) 立会演説会とは何か

公職選挙法では， 1983年(昭和 58年)に廃止さ

れるまで，選挙における公営立会演説会の制度が

設けられていた。今日，市民による公開討論会運

動が起こってきた背景には，この立会演説会制度

の廃止が遠因にあると考えられる。そこで，まず

始めに，選挙における公開討論会について検討し

ていく前に，この立会演説会の制度について見て

みることにする。この立会演説会は，これから検

討しようとする公開討論会とは，その開催主体，

運営方法，内容等で違いはあるが，それに類する

ものとして捉えることができる。ここで，立会演

説会とは何か，その問題点は何か，なぜ廃止され

るに至ったのかについて考えておくことは，公開

討論会の意義や課題を考える際，私達に何らかの
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有益な示唆を与えてくれることにもなるであろ

フ。

さて，立会演説会とは，選挙の際，有権者の投

票の判断の基礎にするため，各立候補者が一堂に

会し，各々が演説スタイルにより政見や経歴を発

表しあう場である。これは選挙運動のーっとして，

1948年制定の「選挙運動等の臨時特例に関する法

律J (昭和23年 7月29日，法律第 196号)により

導入され，翌1949年 1月の第23回衆議院議員総

選挙で初めて実施された。

臨時特例法は，.現下の経済事情に鑑み，選挙の

公営を強化し，選挙を最も公平且つ適性に行い，

以て選挙の腐敗を防止することを目的J (1条)と

して制定され，衆議院議員の選挙に適用された。

「現下の経済事情」とは，当時は 1945年の敗戦か

らまだ日も浅く，物資は欠乏し，国民生活も窮乏

下にあった，という事情のことである。こうした

事情もあり，候補者にとって，演説会場の設営や

紙の調達・印刷，自動車の用意など，選挙運動の

手段・費用を用意することは困難だった(1)。

特例法には「選挙運動の公営を主眼とし併せて

選挙費のかさむことを抑制する}2)内容の規定が

盛り込まれた。公共交通機関を利用する際の特殊

乗車券の交付(25条)，選挙運動用自動車の燃料の

配給又は交付についてのあっせん(26条)，選挙運

動用郵便葉書，新聞広告等に関する経費の国庫負

担 (28条)などの選挙公営が進められた。

一方，国民の側は，窮乏下での生活を送つては

いたものの選挙に対する関心は深く， 1947年に行

われた衆議院議員選挙では，新聞社等の主催する

立会演説会はかなりの人気を集めていた(針。例え

ば，その前年になるが， 1946年3月23日に聞かれ

た立会演説会の様子を伝える新聞記事は，聴衆の

態度は極めて真撃かつ真剣であり，選挙に対する

熱意が次第に昂まっていくのが見受けられる，と

報じているヘ

このように，立会演説会の制度化には，国民の

選挙に対する関心の高さ，そして，その国民が求

める民間主催の立会演説会の盛況という実績・経

験が根底にあった。こうして，立会演説会は，戦

194 

後の窮之という経済的な理由とも相倹って，公営

として全面的に採用されるに至った(九

(2) 立会演説会制度の内容

特例法においては，立会演説会は衆議院議員の

選挙のみが公営として導入された。その後， 1950 

年には，国政選挙，地方自治体の議会の議員及び

首長の選挙等の各種選挙法規を統合した「公職選

挙法J (昭和25年4月 15日，法律第 100号)が制

定される。これにより，国会議員(衆議院議員と

参議院地方区選出議員)と都道府県知事の選挙に

ついて，立会演説会の開催が義務化される(義務

制公営立会演説会)。また， 1951年と 1952年の同

法改正により，それぞれ市町村長と都道府県議会

議員・五大市(現在の「指定都市J)の市議会議員

についても，条例により立会演説会を開催するこ

とができるものとされた(任意制公営立会演説

会)。その後，立会演説会は運営面における改正を

重ねるが，この 1952年の改正をもって，立会演説

会制度の骨格が固まることになった(的。

(3) 初期の立会演説会の様子

それでは，立会演説会の実際の様子，そしてそ

の評価はどのようなものであったのだろうか。ま

ずは，制度導入初期の頃の演説会の様子を探って

みる。以下に引用するのは， 1949年 1月の，初め

ての公営立会演説会の様子である。

「…この低調さでは…と気づかわれる初の公営

選挙…都内二，三の立会演説会場をのぞいてみた

が，どこもここも低調さにかわりはなかった…」

「…赤坂氷111小学校一・聴き手は約百名，これも三

人目の演説を聞き終わるとその半数がドヤ〉と

帰ってしまう始末…オーバーのエリをたてハナ水

たらした受付子予算はビタ一文くれるでなし，

炭ーかけ，お茶ーぽいものめず，夜食は冷えきっ

た棲弁当ですヨ』と大いに嘆く。ゾロ〉立った聴

衆も「もう少し温くしてくれるならもっと聴いて

いってやるぞ」と捨ゼリフを残して帰って行った

... J 

「・・・品川区第一日野小学校…聴衆が廊下にあふ

れているので，これは…と飛び込んでみれば，バ

ラックの教室二つをぶ、ち抜いた程度の会場でせ



いす三百名ぐらい，工場地帯のせいか工員風の聴

衆が盛んにヤジをとばしていた…}7)

ここでは，立会演説会は全般的に低調と報じて

いるが，ただこれは多くの演説会のごく一部分，

それも東京都内での様子を報じたものである。他

方，立会演説会は全般的にみて好評だったが，そ

の運営方法等で、不手際が目立ったことを指摘する

声もあった(8)。確かに，初めての試みで混乱はあっ

たであろうが，仮に演説会が低調に見えたとして

も 1月選挙という季節的な悪条件，選挙運動の

自由が極端に制限されていたのでそれも当然とも

言える(9)。

こうしてスタートした立会演説会であったが，

その後は有権者の多くに支持を得て，好評を博す

るようになっていく。自治省の官僚で当時香川県

の地方課長であった山本悟は， 1950年に行われた

香川県知事選挙の立会演説会について，個人演説

会の聴衆数は立会演説会の十分の一以下だっとい

うデータを示し，立会演説会の盛況を述べてい

る(1九また， 1958年5月の衆議院選挙の際，各地

の立会演説会の様子を観察したあるマスコミ関係

者によれば，演説会は今までの選挙には見られな

かったような盛会であり，聞いている人も非常に

熱心。野次，組織的サクラ動員など悪質な選挙妨

害もなく，台所を片付けてきたばかりの主婦，子

供をおんぶしたおばさんなど女性の顔が非常に多

かったのは印象に残るといった感想を述べてい

る(1九

(4) 立会演説会に対する様々な声

このように立会演説会が盛況になっていく中

で，立会演説会のさらなる充実を求める声も高

まってくる。例えば，川原次吉郎・中央大学教授

(当時)は，街頭の連呼などをやめ，公営立会演説

会を盛んにするよう述べているし(1ヘ一般有権者

からも，立会演説会を有益な政策論争にすべしと

いう声が挙がっている(13)。

一方で，立会演説会が政策論争にならないこと

を批判する声もあった。候補者は落語調で世間話

をしたり，お互いに悪口を言いあったりするだけ。

それは，聴衆である有権者に対して真面目な政策

選挙における公開討論会の今日的意義

論争をするよりもうけるからで，それゆえ演説会

の水準は低くなる。その原因は結局は有権者の水

準が低いからだというような批判である。例えば，

評論家の蝋山政道などは，立会演説会は，つまら

ぬ個人的興味や感情を刺激するだけで，選挙民の

理性的な判断には役立たないと切り捨ててい

る(14)。

この他，立会演説会それ自体は評価しつつも，

野次による悪質な演説の妨害を問題視する声，演

説会の具体的な運営面で，候補者が一方的に演説

をするだけで質問もできないことを不満とする声

などもあった。

第2節立会演説会の廃止

(1) 立会演説会の問題点

立会演説会の長所は，有権者が直接候補者に接

し，その政見・人物等を比較できることにある。

しかし，立会演説会については導入当初から，以

上のように特に具体的な運営面で幾つかの間題点

が指摘されていた。ただ，蝋山のように，これを

正面から否定する声は少なかった。有権者の水準

云々はどうかといったことは別として，有権者の

側の選挙に対する関心は高く，このことが立会演

説会を選挙の過程の中に定着させていった大きな

要因であった。有権者が立会演説会の必要性を認

めていたからこそ，その問題点を差し号|いてもな

お，立会演説会は存続する意義を有していたもの

と言える。立会演説会は，選挙をより民主的にす

るための，効果的な手段だったのである。

しかし，その後，立会演説会に対する批判の矛

先は，運営面でのそれを超えて制度そのものに対

してまで向けられるようになっていく。そこで，

立会演説会の問題点とは何かを吟味する必要が生

じる。それは，概ね次の 3点にまとめられる。当

初から指摘されていた問題点，また時を追うにつ

れ生じてきた問題点とに分けられるが，これらが

後の廃止論の有力な根拠となっていくのである。

まず1点目は，立会演説会が候補者の選挙運動

の自由を束縛するという点である。演説会の開催

計画を決めるのは選挙管理委員会であるので，候
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補者が演説会の開催地を各自の判断によって自由

に定めることができず，その結果，候補者がその

選挙運動期間中自己の最も効果的と思われる時に

行うことができない。それは，演説会が候補者の

選挙運動時間の多くを拘束することを意味する。

また，候補者が忙しい時聞を割いて演説会に出て

きたとしても，演説の時間は限られた短時間であ

り，十分に政策や抱負等を述べることができない。

こうした点に候補者の側から不満が出てくるので

ある。これは，立会演説会の制度に内在する問題

点と言える。

2点目は，時代の流れの中で生じてきた問題で

ある。選挙運動としての立会演説会の価値が薄れ

てきたのである。これは，演説会に足を運ぶ有権

者が少なくなってきたことにも表れている。表

1 - 1は， 1952年 10月から 1972年 12月までに

行われた，衆議院選挙における立会演説会の聴衆

の参加率の推移を表したものである。衆院選では，

1952年には全有権者に対する聴衆の割合は

11.5%だったが，以後は年を追うごとに減少を続

け，1972年 12月の選挙時は1.4%にまで落ち込ん

でいる。参院選においても，参加率の低下は同様

であった。こうした実情の上に， 1969年の公職選

挙法改正により，衆参両議院，並びに知事の選挙

においてテレビによる政見放送が認められるよう

になる。テレビ時代の到来を迎えて，お茶の間で

気軽に候補者の政見を聞くことができるのに，わ

ざわざ演説会場にまで足を運ぶ、必要はない，とい

うわけである。演説会という形式自体が，時代遅

れとみなされるようになっていくのである。

さらに 3点目として，候補者の不満，聴衆の参

加率が低下していく中で行われる立会演説会は，

徐々に形骸化したものになっていく。演説会は，

特定の候補者の時間帯にその候補者の動員した支

持者のみが集まり， f也の候補者の時間帯になると

一斉に退場する，という現象が目立つようになっ

てくる。演説会は，すべての候補者・有権者にとっ

て意義あるものでなければならないはずだが，そ

の実態は組織化された聴衆によって占拠され，特

定候補者・有権者による決起集会のようなものに

変貌していったのである。また候補者の演説会へ

の無断欠席，代理演説の乱用，野次や罵声により

演説会が機能しなくなるなどの事態もしばしば発

生し，演説会の秩序維持という観点からも問題が

指摘されるようになった。

このように，立会演説会は，次第に有権者によ

る候補者の比較選択の場という本来の趣旨から離

れたものになっていく。

表1-1 I立会演説会への聴衆の参加率 第25回~第33回衆議院議員総選挙 」
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開催回数 聴衆 一会場 当 日 参加率

回 年月
当たり聴衆 有権者数

a b b/a d b/d 
(回) (千人) (人) (千人) (%) 

25 1952年10月 6，190 5.386 870 46，773 11. 5 

26 1953年4月 5，414 3，690 682 47，090 7.8 

27 1955年2月 5，790 4.639 801 49，225 9.4 

28 1958年5月 5，107 3.562 698 52，014 6.8 

29 1960年11月 4，764 2.572 540 54，713 4.7 

30 1963年10月 4，920 1，665 338 58，282 2.9 

31 1967年1月 4.381 1.795 410 62，993 

32 1969年12月 1.690 860 509 69，260 1.2 

33 1972年12月 1.563 1，062 679 73.769 1.4 
'---

(出典)岩崎金彦「立会演説会の功罪官見J r選挙時報』第25巻第8号， 1976年8月号， 28 

頁より。



(2) 鳩山内閣の小選挙区制導入と立会演説会の廃

止

立会演説会には，以上のような問題点が制度そ

れ自体に内在していたり，また時を重ねるごとに

生じてきたりしていた。これらの問題点を批判す

る中から，立会演説会廃止論が初めて具体化され

るのは，鳩山内閣が小選挙区制導入を目指した

1956年のことである。

1955年 2月の総選挙で発足した第二次鳩山一

郎内閣は，憲法改正を目論んで，衆議院の選挙制

度を中選挙区制から小選挙区制に変えようと試み

る。鳩山は総選挙の3ヵ月後， 5月26日に第五次

選挙制度調査会(有馬忠三郎会長)を発足させ，

その答申を受けた形で翌 1956年3月15日の臨時

閣議で小選挙区制法案(公職選挙法改正案)を決

め， 19日に国会に提出する。選挙区の区割りが自

民党現職に有利なことにより「ハトマンダー」と

呼ばれたが，この改正案の中に，立会演説会の廃

止が盛り込まれたのである(1九

第24回国会・公職選挙法改正に関する調査特別

委員会で答弁に立った太田正孝・自治庁長官(当

時)は，改正案の提案理由について，政局を安定

させ，国民多数の支持を持つ政党を基盤とする政

府が，責任をもって内外にわたる政策を遂行する

ためには小選挙区制の採用が最大の要件，とした

上で，立会演説会については次のように述べてい

る。

「…なお，立会演説会につきましては…本来，多

数の立候補があった場合に，候補者を一堂に会し

有権者の判断を容易ならしめる方法として考案さ

れ，相当の効果をあげたものでありますが，小選

挙区制の実施に伴って，政党の政策の識別理解に

は立会演説会を必要とせず，むしろ演説会場の混

乱が起こる等弊害も予想されますので，これを廃

止・・・JO九

これに対して，小選挙区制導入に反対する社会

党など野党は，立会演説会の廃止に対しても一斉

に反発した。

「…この大切な公営選挙の立会演説会というも

のを削ってしまうというような点は…日本の現状

選挙における公開討論会の今日的意義

から見ても，反対が非常に多い。これ以上に，こ

の問題は，どうも，選挙区と合せて，一方運動の

方面から見て非常な改悪であって…これは選挙区

改悪と同じように，選挙法に対する非常な改悪…」

(竹谷源太郎委員)0九

「…将来選挙民は政策を選ぶようにだんだん

なっていくでしょう…政策中心にやるならば，政

策中心で堂々と国民に討ったえなければならぬ。

(立会演説会という)そういう有効な手段をやめる

ということは矛盾しておると思う…J(島上善五郎

委員)0ヘ
こうした野党の批判に対し，政府・自民党の側

は，有効な反駁をすることはできなかった。そし

て，野党からだけではなく，自民党からも立会演

説会廃止に対する反対意見が出て(11世論の反発

も強まる中で， 5月12日には修正案を提出し，立

会演説会を復活せざるをえなくなる。しかしなが

らこの修正案も 6月3日，参議院において審議

未了，廃案となった。

国会における議論において，政府・自民党は，

なぜ中選挙区なら立会演説会が必要で、，なぜ川、選

挙区制だと必要ないのかという問いに対する，説

得的な答えを持つてはいなかった。そればかりか，

改正案は，立会演説会の回数を増加すべしとする

第五次選挙制度審議会の答申に反していたこと，

立会演説会を参議院では残しておきながら衆議院

では廃止するという矛盾が内包されており，確固

たる理念もなく，小選挙区制導入に便乗して立会

演説会を廃止しようとした政府・自民党の思惑が

暴露された。

ただその思惑は別としても，政府・自民党が立

会演説会の廃止を撤回しなければならなかったの

は，立会演説会が，この時点ではまだ有権者の聞

で大きな支持を得ていたことに大きく起因してい

る。「…日本のように，まだまだ国民大衆に対して，

政党の政策を浸透せしめる啓蒙宣伝を必要とし，

かつ有権者の政治的見識を高める必要のある国で

は，甲党乙党丙党と，それぞれ一堂に立会わせて，

その理非曲直を選挙民に判断せしめる努力を尽く

す必要がある }20)などという意見は根強かったの
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である。

(3) 立会演説会改革・様々な議論

こうして最初の廃止騒動を乗り越えた立会演説

会は従前通り存続することになったが，これ以後，

立会演説会の改革に対する様々な主張が出てくる

ようになる。中でも目立つたのは，テレビ時代を

意識し，演説会のテレビ中継を求める声であった。

「現行方式による立会演説会の実施方法を大幅に

改め，立会演説会は選挙運動の展開と盛り上りに

応じ，序盤，中盤，終盤に各1回開催し，この状

況をテレビによって中継する方式を採用すれば，

有権者，候補者はもとより，選挙に関するあらゆ

る関係者に対する福音となる }21)と考えられたの

である。

立会演説会のテレビ中継への移行は，選挙管理

の実務に携わる人々からも求められた。選挙管理

委員会では，立会演説会の秩序維持の苦労など運

営面での重い負担を強いられており，何とかこの

負担を軽減したいという気持ちが強かった(2九

しかしながら，演説会の形骸化はますます進展

していき，テレビによる政権放送が始まると rテ

レビによる政見放送ならば，むしろ明確に表情を

とらえ，しかも冷静に吸収し易いし，その政見浸

透も，会場設定による緩慢な現行立会演説会制度

よりもはるかにそのメリットは高い}23)とこれを

評価する声も高まる。そして，立会演説会を廃止

して「すべてテレビ政見に移しかえ，いわゆる、お

茶の間か政見を編成し提供することこそ，時代の

要請に適合する唯一の施策}24)などというような

演説会廃止論も日増しに強まってくる。立会演説

会は，やがて制度の存続そのものが問われるよう

になっていくのである。

(4) 廃止間近の立会演説会

1980年代になると，立会演説会の一層の低調が

目立ち，有権者の演説会に対する関心も次第に薄

まっていく。例えば， 1980年6月，衆議院選挙の

際の札幌市での立会演説会について，新聞は次の

ように幸日じている (25)。

「…史上初の衆参両院ダブル選挙で，有権者の関

心は盛り上がっているはずなのに，立会演説会の
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参加者数がかなり低調だ。十七日までの道選管の

調べでは，衆参共通して各会場とも軒並みダウン，

参議院選にいたっては前回の四割減という低迷ぶ

り…こんな中で候補の公約，演説は政見放送で

十分』と、立会無用論かまで飛び出している…」

「…札幌市内のある地方公務員 (33)は『選挙の

ムードを味わいたいならまだしも，一般有権者に

とっては政見放送，選挙公報で十分…~/…岡市内

の会社員 (26)も「各会場とも満員になったとし

ても，有権者の数に比べればほんのーにぎり。そ

れに参加者は大半が、サクラかだし，不必要だと

思う…~/…参院保守系新人の選対は『…各地の有

権者に接するというメリットはあるが，テレビの

政見放送で十分です」と立会有害論…}26)

こうした立会演説会の低調が続く中， 1980年の

衆参同日選挙終了後の閣議で，宇野宗佑・行政管

理庁長官，後藤田正晴・自治大臣(何れも当時)

が立会演説会の見直しの必要性を示唆した(2九こ

れを契機に，公営選挙全般を含め，立会演説会制

度のあり方について自治省が総合調査を行うこと

になる。自民党内部においても，選挙制度調査会

第2小委員会において選挙運動の期間，方法，規

制の問題など主として選挙運動のあり方について

検討され，その中で立会演説会の存廃についても

検討していくこととなった(2九

(5) 公職選挙法改正・立会演説会の廃止

以上のような経過を経て， 1983年9月20日，立

会演説会廃止法案(公職選挙法改正案)が，自民

党の議員提案として国会に提出される。法案の内

容は，立会演説会制度の廃止のほか，選挙運動期

間の短縮，立候補届出期間の短縮，選挙公報掲載

文の申請期間の短縮，連呼行為・街頭演説等の時

間の短縮，経歴放送の回数の増加等が盛り込まれ

た。いずれも「最近の選挙の実情にかんがみ，選

挙制度の改善を図るとともに，金のかからない選

挙の実現に資する}制ことを目的とした改正であ

る。

立会演説会制度をどうするかは，法案提出に至

るまでの過程においても種々議論されたが，その

一つの考え方としては，弊害があるとしても長所



の面もあるので，全廃するのでなく回数減で対応

すべきではないかということであった。しかし，

その場合にはいかなる地域を選んで全部で何回行

えばよいのかという基準が立てにくいということ

もあり，何より，長所よりも弊害の方が多いとい

う結論に達したのであれば，むしろ全廃する方が

理論的に筋が通ると判断されたのである(30)。

国会では，鳩山内閣の小選挙区制導入時の議論

と同じように，立会演説会廃止を主張する政府・

自民党とそれに反対する野党，という構図で論戦

が交わされる。野党側は，立会演説会は有権者に

とって大きな意義を有するものであるとして，廃

止に反対する論陣を張った。

「それ(立会演説会の廃止)は金を節約するとい

うことよりも，選挙執行の側の利便ということに

かかわるものであって，そのことにかかわる有権

者側の犠牲というものを全く無視されておるので

はなかろうか/…私は，立会演説会などはいわば

民主主義の根幹に触れる，直接民主主義の香りを

残している少ない制度の一つではなかろうか。む

しろそうするならば，任意制の立会演説会その他

よりよき方向について形骸化を論ずるならば，中

身を充実する方向について議論すべきが筋ではな

かろうか…J (山花貞夫委員)(31)。

そして，中身を充実させる方策として，次のよ

うな提案をする。

「…たとえば政党の立会演説会に切りかえると

か，それから討論形式にテーマを定めて運用する

とか，いろいろ方法はある…J(多国省吾委員)(3九

「…立会演説会の内容を改善すること，たとえば

質疑応答ができるようにすること，あるいは候補

者同士の討論ができるようにすること，あるいは

そのようなありさまをテレビで放映することがで

きるようにすること，そういうように幾つかの改

善を加えれば立会演説会を非常に意義のある選挙

運動の場とすることができるのじゃなかろうか

…J (鎌形寛之委員会参考人・弁護士)倒。

また，演説会における「ナマ」の議論の重要性

を指摘する声も出た。

，(選挙公報などの)文面で見たこうゅうような

選挙における公開討論会の今日的意義

ものはその人の心の中まではわからないわけです

ね。その人が一体何を考えているかというのは，

見ながらの原稿よりも口角泡を飛ばして語るとこ

ろに本当の私は選ばれる人のすべてが象徴されて

いるような気がするのです。そういう意味では，

立会演説会の廃止というのはもってのほかだ…」

(前島英三郎委員)(3九

これに対し，立会演説会廃止を提案する政府・

自民党側は，

「…現実の姿として，ことに立会演説会のごとき

は本当に意味のないものになった。立会演説は，

ご存じのように立候補した人が一堂に並んでー，そ

してその中から意見を聞いて甲乙をつけ，自分の

意見をまとめて投票に結びつける，こういうこと

が本当の姿であろうと思いますが，今日の現実の

姿はそうではございませんで，自分の応援をして

おる人のときだけやってくる，そしてそれがいな

くなれば帰ってしまう…J (片岡清一議員)(35)と，

立会演説会の形骸化を強調するばかりで議論は噛

み合わなかった。

結局，法案は， 11月28日に参議院本会議で可

決・成立し，戦後30年以上に渡って続いてきた立

会演説会の制度は廃止された(3九

第3節立会演説会の廃止がもたらしたもの

以上の経過から分かるように，制度導入以来，

立会演説会に対しては様々な問題点が指摘され続

け，結局は廃止ということになってしまった。確

かに，有権者の関心の低下，それによる聴衆の少

なさ，各候補者陣営の動員などによる演説会の形

骸化という問題が無視できないほど大きくなって

いたことは理解できょう。しかし，立会演説会は，

有権者にとって 演説会の聴衆としての有権者は

少なかったとしても は，選挙において候補者の

政見や人柄を，比較しながら直接確かめることが

できる，そして選挙を政策で争う場にするための，

数少ない貴重な場でもあったのである。

また，耳の不自由な有権者にとっては，一般の

有権者以上に，手話通訳が付いた立会演説会は候

補者を知る重要な機会であった。テレビの政見放
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送で画面の隅に付けられる手話では，手話の中で

重要な唇の動きがほとんど読み取れず，候補者の

政見内容は半分も伝わらないという。立会演説会

が廃止されれば，耳の不自由な有権者の候補者選

択の機会が非常に狭められることになる。これに

対して，聾唖団体等から強い批判が寄せられこと

は当然で、あった(3九

一方，マスメディアも，立会演説会の廃止を含

む，これら一連の公選法改正は，有権者の論理よ

りも候補者の都合が優先されていると批判的で

あった(38)。

選挙とは誰のためにあるのか。それは候補者の

ためではなく，国民(住民)のためにある O そう

であれば当然，選挙の手続きを定める選挙法の改

正も，候補者の側の視点ではなく有権者の側の視

点、に立つてなされるべきであろう。

しかし，この改正は，有権者の側の視点よりも

候補者の側の視点を重視したものであった。そこ

には，改正により現職政治家を有利にせしめる(39)

という政府・自民党側の思惑が大きく働いていた。

立会演説会の廃止も，その思惑の中にあった。自

民党の政治家達にとっては，過去2度に渡って立

会演説会の廃止法案を提出したことからも分かる

ように，この立会演説会は不人気なものであり，

かつ面倒なものであった。自分達は立会演説会な

どなくても選挙は戦えるのだから，選挙運動にお

いて邪魔な存在である立会演説会はなくしてしま

いたい，そして自由に選挙運動をやりたい，とい

うのが彼らの本音であったように思われる(40)。

もちろん，立会演説会を存続させるにしても，

演説会の諸々の問題点を踏まえ，改善策を施す必

要はあった。この点，野党の側から，討論形式の

導入や聴衆による質問時間の設置等，様々な提案

が出されたことは以上に見てきた通りである。仮

に，政府・自民党の側が選挙における有権者の側

の視点というものを少しでも有し，これらの提案

を受け入れたならば，立会演説会は存続し，選挙

における政策論争の場としてより有権者に資する

ものに発展していったであろう。しかし，これら

の提案が顧みられることはなしひたすら廃止に
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向かつて議論が収束してしまったことは，極めて

残念なことであった。

この改正で立会演説会が廃止されたことによ

り，有権者の候補者選択の貴重な機会は失われた。

そして，選挙における有権者と候補者との距離を，

ますます遠ざけるという結果を招くことになって

しまったのである。
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することはできなくなった。

(訂) 森本行雄「立会演説会の全廃は困る一政見知

る機会失う聴力障害者J W朝日新聞』論壇， 1983 

年 10月31日付。

(38) 例えば W毎日新聞』宇土説， 1983年11月15日
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(39) 柑l正夫「現職に有利な公選法改正案運動を

日常化させ自由選挙に逆行 JW朝日新聞』論壇，

1983年 10月14日付。

側 この点，自民党の小泉純一郎・衆議院公職選

挙法改正調査特別委員会理事(当時)は r演説

会の日程は公示後に決まるので，候補者が遊説

日程を組むのはその後。(立会演説会が)全廃さ

れれば，解散と同時にスケジュールが立てられ

るので，候補者の活動が自由になる」と述べて

いる (W朝日新聞~， 1983年 10月3日付)。

第2章 立会演説会廃止以後の選挙の現状とその

問題点

第 l節立会演説会廃止以後の選挙

(1) 情報交流の場としての選挙

第2章では，立会演説会が廃止されてしまった

現在，選挙のあり方がどうなっているかについて

概観する。

さて，民主政治のあり方を左右する選挙は rデ

モクラシーのぜんまい」とも言われるが，そのぜ

んまいの巻き方，すなわち具体的な選挙の運営の

あり方をどのように考えるべきだろうか。

ここでは，選挙に関する情報というものに着目

してみる。選挙では，選ぶ、側である有権者は，選

択のために政党・候補者の政策・人物等に関する

情報を必要とし，選ばれる側である政党・候補者

は，自らを選択してもらうためにそれらの情報を

有権者にアピールする。また，有権者は，政治に

対する様々な要望や意見に関する情報を，選挙の

過程の中で政党・候補者に伝えていく。ここでは，

そのような情報が相互に，かつ充分・円滑に流れ

ていくことが必要となるだろう。

そこで，以下では，選挙を「選ぶ側である有権

者と選ばれる側である政党・候補者との間で繰り

201 



北大法学研究科ジュニア・リサーチ・ジャーナルNo.7 2000 

広げられる相互の情報交流の場」として捉え，そ

のような観点から選挙の現状・問題点を考えてい

くことにする。

(2) 選挙運動の制限とその問題点

選挙が充実した「情報交流の場」となるために

は，特に選挙運動，選挙報道のあり方を考えてい

くことが必要である。なぜならば，有権者は多く

の場合，政党や候補者の選挙運動，テレビや新聞

等の選挙報道によって，その政策や人物等に関す

る情報を得ることになるからである。

まずは選挙運動について見てみるが，選挙運動

とは I特定の選挙について，特定の公職の候補者

の当選を目的として，投票を得または得させるた

めに直接または間接に必要かつ有利な行為J(1)と

いうことになるが，これは，期間や方法など，法

律上様々な制限が課せられているのが特徴である

(公職選挙法第 13章等に規定)。

しかし， これらの一連の規制は過度でトあり，こ

れが選挙における情報の交流を阻んでいるという

問題がある。

選挙では，有権者による政党・候補者の自由な

選択の条件が公正に保障されていなければならな

い。すなわち，有権者と政党・候補者間の政策中

心の自由な討議と宣伝の保障を公正かつ十分に機

能させ，その実現を図るため町選挙の理念は「自

由」と「公正」に置かれるが，そこではまずは伺

よりも選挙運動の「自由」が基本とされなければ

ならない。

しかしながら，公職選挙法は I自由」よりも「公

正」の理念に重点を置き，選挙運動に対する様々

な細かい規制を設けている。これらの規制の中に

は，連呼行為の禁止，飲食物の提供禁止など妥当

なものも含まれているが，その妥当性が疑われる

ものも少なくはない。例えば，最も基本となるべ

き言論による選挙運動についても，戸別訪問は禁

止され，街頭演説も所定の標旗を掲げ運動員の数

に制限が加えられ，ビラの配布一つを取ってみて

も厳しい決まりがあるなど，自由に行うことがで

きない。

選挙運動を自由にすると，経済力の差によって
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選挙の平等が損なわれるなどの弊害が生じる。そ

こで，選挙の平等を確保し，金のかからない選挙

を実現するため，選挙公営制度を拡充するととも

に，選挙運動の方法に制限を加え，もってその費

用の削減を図ることが選挙運動を規制する目的と

される。しかし，規制の「功」の部分を強調する

あまり，これが高い壁となり，有権者と政党・候

補者聞の情報の交流を妨げているという「罪」の

部分の大きさが看過されている。

このように，選挙運動は規制によって自由を奪

われ，有権者の，政党や候補者の政策や人物など

の情報を「知る権利」も，また政党や候補者に政

治への期待や要求を「知らせる権利」とも狭く制

約されてしまっているのである(3)。

(3) 選挙報道の実態とその問題点

有権者は，マスメディアを通じて様々な情報を

得ている。選挙に関する情報についても同様でトあ

る。多くの有権者は，選挙運動によるものととも

に，新聞やテレビ等の選挙報道を通じて，政党や

候補者の政策や人物に関する情報を入手する。一

方，政党・候補者側もメディアによる多くの選挙

報道を通じて，自分(達)の政策や人物に関する

情報を有権者に伝えていると言える。そこで I情

報交流の場」という観点から選挙のあり方を考え

る場合，この選挙報道について見ていくことが必

要となる。

選挙報道の実態を考えるにあたり，ここでは，

川上和久による参議院議員選挙(1995年 7月23

日)と衆議院議員総選挙(1996年10月20日)に

おける新聞・テレビの選挙報道の内容分析(4)と，

杏林大学のプロジェクトチームによる衆議院議員

総選挙 (1993年 7月18日と 1996年10月20日)

に関するテレビ報道の比較内容分析仰を素材に，

その実態についての考察を試みた(詳細は略)。そ

の結果，次のような結論を導き出すことができた。

すなわち，新聞・テレビ等のマスメディアによ

る選挙報道は，その(相対的な)報道量(情報量)

は多いものの，その内容は，選挙の制度や日程な

どの広報誌的な情報，選挙戦の様子などが中心に

なっている。そして選挙の争点となる政策課題に



ついての情報は少ない。特に，テレビニュースに

おいては，選挙関連報道量は多いが，選挙の争点

に関する情報は少なくなっているということが明

らかにされた。

これらの分析から得られた選挙報道の実態から

懸念される問題点は，次の 2点である。まず 1点

目は，その報道量の多さから，有権者の選挙に関

する情報は，メディアに大きく依存することにな

るのではないか，ということ。 2点目は，その報

道内容から，選挙が政策による争いになりにくく

なるのではないかということである。

有権者の，選挙情報のメディア依存傾向は先に

述べた選挙運動の規制という点も関連している。

すなわち，選挙の公正確保を理由に選挙運動が過

度に規制されているので，有権者にとって選挙に

関する有益な情報は，選挙運動を通じて得られる

ことは少ない。従って有権者は，報道量が多く，

入手も容易なマスメディアの提供する情報に専ら

依存する傾向が生じてくる。マスメディアが有権

者の政治意識に与える影響については，アナウン

スメント効果，議題設定機能，態度変容効果といっ

たものが論じられており円その影響は大きいも

のがあると考えられる。そうするとその大きな影

響力を持ったマスメディアの意向によって，選挙

が左右されることにつながっていく (7)。

マスメディアの選挙報道は，その選挙の争点と

なる政策課題についての内容のものは少ないの

で，必ずしも政策による選挙を誘発しない。政策

というよりはむしろイメージによる選挙を助長す

る。そして，マスメディアの側が意識するとしな

いとに関わらず，マスメディアの報道は有権者に

何らかのイメージを植え付けようとするであろ

う(8)。言わば，マスメディアの，イメージによる選

挙支配という恐れが生じるのである。これは，根

本的には，選挙情報の入手源がマスメディアに集

中・一元化されることによって生じる問題であり，

これを放置することは，民主主義そのものの形骸

化を招くという危険性をも胎んでいるのであ

る(9)。

選挙における公開討論会の今日的意義

(4) 乏しい有権者の判断材料法定情報媒体の実

態

有権者は，規制で縛られた選挙運動から，そし

て新聞・テレビを中心とする選挙報道から選挙に

関する情報を得て，政党や候補者の選択のための

判断材料にしている。それではこれらの情報媒体

は，有権者の判断材料として真に役立つていると

言えるのであろうか。

ある世論調査の結果を分析した結果(10)，有権者

は，公職選挙法に定められた情報媒体としては，

テレビの政見・経歴放送，新聞・テレビの選挙報

道や選挙公報などを有力な手がかりとして利用し

ていることが分かった。また，この他，特に地方

選挙においては，知人らのすすめや団体のすいせ

ん，家族の話し合いなど，有権者の個人的な人間

関係を媒体として得られた情報が役立つたとする

回答が多いことも明らかになった。

しかし，この結果から，これらの情報媒体が有

権者の判断材料として真に有益な媒体と言えるか

どうかは疑問である。まず，政見放送であるO こ

の接触度は調査では 30"'-'40%程を占めているが，

これは，例えば，荒木俊夫が指摘するように r1 

日のうちの特定時間に特定の放送局のテレビに

チャンネルを合わせることが生活の習慣となって

おり，そこにたまたま政見放送が放映されていた

にすぎないJ(ll)ということも十分に考えられる。

荒木のある調査によれば，政見放送視聴が投票

効果をもったと思われる者は，表面上の世論調査

結果の数字よりも低く，投票者全体のうちの9%

にすぎない，としている(1九また政見放送の中身

についても，候補者の顔見せ程度にとどまり十分

に機能していないという批判は以前から指摘され

ていた(13)。このように考えてみると，テレビ政見

放送は，必ずしも十分に有権者に役立つていると

は言えない。

選挙公報はどうであろうか。これとて同様に役

立っているとは言えまい。限られたスペースで，

内容も抽象的な公約やスローガンにとどまり，判

断材料にするにしては不十分であろう。

一方，新聞・テレビ等の報道はそれなりに役立つ
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選挙の 7l.36%を境に低下を続け， 1995年7月の

第 17回選挙では 44.52%と，戦後の国政選挙とし

ては史上最低を記録している。統一地方選挙にお

いては，戦後一貫して投票率は右肩下がりである。

最近の日本におけるこのような投票率は諸外国に

比べても総じて低い傾向にある(表2-4)。

この低投票率の原因については様々な要因があ

り，一概には言えないが(14)，ここでは'RニPB

C+DJというモデルを用いて考えてみる(1九 R

は有権者が投票することによって得られる利益

で， Pは自分の 1票が投票結果にもたらす影響に

ついての主観的確率 Bは自分にとって望ましい

候補者が当選したときに得られる便益と，望まし

くない候補者が当選したときに得られる便益との

差(期待効用差)， Cは投票することに伴うコスト，

Dは投票による長期的利益，すなわち投票参加か

ら得られる種々の満足感である。つまり，この計

算式でRがプラスになれば有権者は投票し，マイ

ナスになれば棄権するということになる。

このモデルを世論調査の結果にあてはめてみる

と，投票参加ではPBよりもDの要素が大きく，棄

権では Cの要素が大きいことが示されてい

るはへつまり，単純化して言えば，多くの有権者

は自分の 1票に有効性を信じて投票に向かうので

北大法学研究科ジュニア・リサーチ・ジャーナル No.7 2000 

ているとは思われる。しかし，その内容について

は，投票判断に際して最も基本となるべき政策課

題についての情報量が相対的に少ないというこ

と，そしてこれに依存しすぎることは民主主義の

形骸化につながる問題があるということは先に述

べた通りである。以上から，有権者にとって現に

ある情報媒体は，投票の基準として真に役立つて

はいないと言わざるをえない。

第2節有権者の側から見た選挙一低投票率と無

党派層

選挙に行かない有権者一最近の選挙における

低投票率傾向

以上のような選挙の現状の中で，有権者は選挙

に対してどのような態度を取っているのか，意識

を持っているのだろうか。

表 2-1， 2-2，2-3は，それぞれ戦後の

衆議院議員選挙，参議院議員選挙，統一地方選挙

における投票率の推移を表したものである。衆院

選では，ほぽ各選挙ごとに増減を繰り返している

が，1990年2月の第39回選挙の 73.31%を境に低

下傾向で， 1996年10月の第 41回選挙では

59.65%と，衆院選としては戦後初めて 60%を

割った。また，参院選では， 1986年7月の第 14回

(1) 

「衆議院議員総選挙における投票率の推移」表2-1 
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選挙における公開討論会の今目的意義

昇している。ただ， 58.84%という数字は，これま

での衆院選，参院選のそれと比べて決して高いも

のであるとは言えず，投票率の低下傾向は依然と

して変わりはない。

この低投票率の原因を探っていく中で浮かび上

がってくるものが，無党派層(ここでは世論調査

における政党支持の聞いに対して「支持する政党

はなく，投票は大事なことといった意識(投票義

務感)から投票に行くが，自分の用事を犠牲にす

るといったコストを払ってまで投票に行こうとは

しない，という現状があることになる。

自立した有権者 「新・無党派」層の増加

このように低投票率傾向が続く最近の選挙だ

が，1998年の参議院議員選挙では投票率は 14%上

(2) 

選挙期日

「参議院議員通常選挙における投票率の推移」

1
9
9
8年
7
月

1
9
9
5年
7
月

1
9
9
2年
7
月

1
9
8
9年
7
月

1
9
8
6年
7
月

1
9
8
3年
6
月

1
9
8
0年
6
月

1
9
7
7年
7
月

1
9
7
4年
7
月

1
9
7
1年
6
月

1
9
6
8年
7
月

1
9
6
5年
7
月

1
9
6
2年
7
月

1
9
5
9年
6
月

1
9
5
6年
7
月

1
9
5
3年
4
月

1
9
5
0年
6
月

1
9
4
6年
4
月

n
u
 
A-寸

表2-2

100 

90 

80 

70 

60 

50 

投票率(%)

一←知事選

都道府県議選

市区町村長選

市区町村議選

「統一地方選挙における投票率の推移」

外、

/¥/'¥ 
/ ¥?--ぺ

V ¥ ----..¥ 
さミ /イ

司F

表2-3

100 

95 

90 

85 

80 

75 

65 

60 

70 

投票率(%)

205 

選挙期日

1
9
9
9年
4
月

1
9
9
5年
4
月

1
9
9
1年
4
月

1
9
8
7年
4
月

1
9
8
3年
4
月

1
9
7
9年
4
月

1
9
7
5年
4
月

1
9
7
1
年
4
月

1
9
6
7年
4
月

1
9
6
3年
4
月

1
9
5
9年
4
月

1
9
5
5年
4
月

1
9
5
1年
4
月

55 

50 

9 
4 
7 
年
4 
月



有権者のほぼ半数を占めるほどにまで増加してい

るのが分かる。

このような無党派層は，これまでは，政治に関

心を持たず，選挙の際には棄権する層であると見

北大法学研究科ジュニア・リサーチ・ジャーナルNo.7 2000 

がない」と答える人，と定義しておりの存在で

ある。表 2-5は， 1968年から今日までの無党派

層の推移(毎日新聞の世論調査の結果から)を表

したものであるが，最近では，無党派層の存在は

「諸外国の選挙における投票率の状況一覧(国政レベル、%)J

アメリカ(大統領選) イギリス(総選挙) フランス(総選挙)

期日 投票率 期 日 投票率 期日 投票率

1984年11月 53.3 1983年6月 73.0 NO.168.9 

1988年11月 50.1 1987年6月 74.6 1993年3月 No.267.5 

1992年11月 55.2 1992年4月 77.7 NO.1 67.9 

1997年5月 7l. 3 1997年6月 NO.2 71.3 

ドイツ(連邦議会) イタリア(総選挙) デンマーク(総選挙)

期日 投票率 期 日 投票率 期日 投票率

1983年3月 89.1 1983年6月 89.0 1987年9月 86.2 

1987年 1月 84.4 1987年6月 88.7 1988年5月 85.3 

1990年12月 77.8 1992年4月 87.3 1990年12月 82.8 

1994年 1月 79.1 1994年 3月 86.1 1994年9月 84.0 

1996年4月 82.9 

表 2-4

(出典)以上，表 2-1~2-4 は(財)明るい選挙推進協会ホームページ

(http://www.akaruisenkyo.or.jp)より。

「無党派層の推移毎日新聞世論調査から 」表 2-5
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1頁より。椎橋勝信「世紀末の妖怪・無党派層J r選挙」第52巻第 10号， 1999年10月号，(出典)
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られていた。しかし，最近の無党派層の急激な増

加は，こうした伝統的な政治的無関心層が単に拡

大されたというものではない。それは有権者の脱

政党化であり，既成の政治や政党のあり方に強い

不信感を持った有権者が政党システムから離脱

し，無党派に転じたものである(1九

こうした新しい無党派層については，これまで

のように否定的に捉えるのではなしより積極的

に評価し，位置付けようとする試みが出てきてい

るO 例えば，従来の無党派層は，その時々のムー

ドに流されやすい有権者であったのに対し，新た

な無党派層は，基本的には既成政党への不信を背

景にした，今まで以上に十分な政治情報を得た上

で，投票行動を決定する，より自立した層であ

るJ(18) という見解である。

その代表的論者・橋本晃和は，無党派層を次の

ように分類している。まず，政党支持から見た民

意を 3つの基本型，政党支持派，政党非支持派，

政党無関心派に分け，さらに政党支持派を，党派

心の強い型と党派心の弱い型に分ける。そして，

政党非支持派を「新・無党派J，政党無関心派を

「旧・無党派」と名付けている o

「新・無党派」は政治的関心が高く，批判性も持

ち合わせ，政党選択への回路が今までと異なる新

しい無党派，すなわち政党の存在を自分の政党選

択の回路に必要としないか，あるいは無視して，

投票に行くか行かないかを決め，行くときには自

分の納得する候補者を選ぶ、という新しい回路をと

る有権者を言う。これに対し「旧・無党派」は，

政治的関心のない，あるいは浮動票的な行動をと

る者を言う。より簡潔に言えば，新・無党派」は

政治や選挙に関心のある支持政党なし層，旧・無

党派」は政治や選挙に関心のない支持政党なし層，

ということになる(19)。

ここで，橋本の言う「新・無党派」と呼ばれる

無党派有権者は，イデオロギーを持たずに，政党

をはじめ組織や他人の言いなりにもならず，その

時，その場の情報の受けとめ方で投票行動を決め

ていく，自立した有権者である (20)ということに注

目しなければならない。これまでのように，支持

選挙における公開討論会の今日的意義

政党がない人=政治に関心がない人，という見方

では，現在の有権者の意識構造を正確に捉えるこ

とはできなくなってきているのである。

例えば朝日新聞』が 1999年 12月に行った世

論調査によれば，無党派層は全体の 35%だが，こ

のうちのほぼ半分は 1998年の参議院議員選挙後

に無党派に転じた層である。そして，この新たな

無党派層(新層)とそれまでの無党派層(旧層)

とを比べると，政治意識の点で大きな違いがある。

政治への関心について，旧層の 56%があまりな

い，全くないと答えたのに対し，新層の 65%が少

しはある，大いにあると答えている(21)。この新層

が，ここで言う「新・無党派」である。

現在の有権者像を語る時， もはやこの「新・無

党派」の存在を無視することはできなくなってき

た，と言ってよい。

第3節選挙における新しい情報媒体の必要性

これまで，有権者・候補者間の"情報交流の場」

となっていない選挙の現状の中で，有権者は投票

に行かなくなってきていること，しかし，他方で，

「新・無党派」と呼ばれる，政治に関心の高い無党

派層が増えてきていることを明らかにしてきた。

そして，これらの事実から導き出される結論は，

選挙における新しい情報媒体が必要であるという

ことである。すなわち，今，選挙においては，従

来の選挙運動，新聞・テレビなどの選挙報道の他

に，これらの諸問題を克服する，選挙を真の意味

で「↑青報交流の場」として機能させる，新しい情

報媒体が必要であること O さらに，その情報媒体

とは，上述の有権者の選挙に対する態度・意識

ー「選挙に行かない有権者J'自立した有権者」ーを

視野に置き，それに対処していくものであること。

つまり，投票率の上昇を図るために有効で、，かっ

「新・無党派」の存在を意識した情報媒体である。

まず，投票率を上昇させるためには， R二 PB

C+Dのモデルで言えば， c (コスト)の要素を
削減する方策が求められる。しかし，より本質的

な方策は，有権者の政治的有効性感覚を高めるこ

と，有権者が投票によって得られる満足感を高め
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ることであろう。つまり， PB，Dの要素を高める

方策であり，そのための情報媒体こそ最も求めら

れるものである。そしてこの場面で，重要な地位

を占めるようになった「新・無党派」を意識した

方策が求められる。そのためには，政党・候補者

の側の視点よりも，特に有権者の側の視点に立っ

た情報媒体を考えねばならない。

政治や選挙への関心も高く，自立した有権者で

ある「新・無党派」は，政党や組織等に縛られて

投票行動を決めるのではなしその時，その場の

情報の受けとめ方でそれを決めていく (22)。とする

と，選挙に行くのか行かないのか，行くとしてど

の政党・候補者に投票するのか，新・無党派」は，

選挙期間中の選挙キャンペーンに大きな影響を受

けることになるのである。この選挙キャンペーン

には従来型の選挙運動，マスメディアの選挙報道

があるが，これはイメージ先行で政策が語られる

ことは少ない上，単純なイメージに乗せられるほ

ど「新・無党派」の意識は甘くはない。しかも，

これらの媒体が提供する情報は，必ずしも彼らが

求めているものとは言えない。そこで，新・無党

派」に対しては，これらの媒体以外の，できるだ

け多様な媒体を用いて訴えかけていくことが新た

な戦略となる(向。

新しい情報媒体は「新・無党派」を強く意識す

べきものであるが，すべての有権者(政党を支持

する人も，政党はおろか政治に全く無関心な人も

含めて)を対象にしたものであることは当然のこ

とである。有権者が，規制された選挙運動からの

不充分な情報，マスメディアからのイメージ先行，

間接的な情報を受け取るだけではなく，政党・候

補者から有益な情報を直接得られ，また有権者か

らも政党・候補者に対して直接情報を発信してい

けるように，多様かつ複線的な情報媒体を確立し

ていくことが求められているのである。
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(15) William H.RikerとPeterC.Ordeshookに

よる。なお，小林良彰『公共選択~ (東京大学出

版会， 1988年)， 120"-'123頁，石上泰州「投票

率に関する一考察投票制度との関係を交えて

一J W季刊行政管理研究』第81号， 1998年3月

号， 17~18 頁を参照。

(16) 石上，前掲論文。

(17) 蒲島郁夫 IW細川I~以後への不信が新・無党派

層のルーツだったJ Wエコノミスト ~1995 年 5 月

2日・ 9日合併号， 97頁。

(18) 岩淵美克 IW無党派層』と政治意識の変化一新

たな無党派層の出現と意味 J W政経研究(日本

大学)~第 34 巻第 4 号， 1998年1月号， 609頁。

(19) なお，詳細は，橋本晃和 WI新・無党派」の正

体 、支持政党なしグをどう読むか一~ (東洋経

済新報社， 1995年)， 40頁を参照。

(20) 橋本，前掲書， 148"-'156頁。

(21) W朝日新聞~， 2000年1月5日付。。2) 橋本，前掲書， 148~156 買を参照。

(沼) 岩淵美克「政党支持なし層と選挙キャンペー

ンJ W政経研究(日本大学)~第 34 巻第 3 号， 1998 

年， 425~445 頁。

第 3章 市民による公開討論会運動の生成と展開

第 1節市民による公開討論会運動の始まり

(1) 公開討論会運動前史

第2章の最後に，選挙における新しい情報媒体

選挙における公開討論会の今日的意義

の必要性について指摘した。では，その新しい情

報媒体とはどのようなものが考えられるだろう

か。それを教えてくれるのが，近年全国各地で盛

んになってきている公開討論会運動である。公開

討論会運動とは，現状の選挙のあり方に不満を抱

く一般市民(1)が，選挙の際，政党や候補者の政策

や人物を知る機会を作ろうと I選挙の前には公開

討論会を開こう」と自発的に立ち上がった運動で

ある。この運動は， 1997年(平成9年)頃から盛

んになり始め， 1998年の参議院議員選挙， 1999年

の統一地方選挙などで，また 2000年の衆議院議員

選挙では，全国300の小選挙区のうちおよそ半分

の選挙区で公開討論会が開催されるようになっ

た。これらのほとんどが市民による手作りで運営

されており，反響を呼んでいる。

さて，第1章で見てきたように， 1983年までは，

選挙における公営立会演説会の制度が設けられて

おり，全国でも多数開催されてきた。これらは何

れも選挙管理委員会が主催する「公営」として行

われていたが，一方「民営J，すなわち市民が主催

しての立会演説会や公開討論会は行われていな

かったのであろうか。

公職選挙法は，選挙運動としては公営の立会演

説会以外の開催を認めていなかったので，選挙の

公示・告示後に市民が主催して立会演説会等を行

うことは不可能であった。しかし，選挙の公示・

告示前に，選挙運動とはならない形で立会演説会

を行っていた例はいくつか見られるo これらの多

くは NHKや新聞社などのマスメディアが主催

したものであったが，一般市民による開催の実績

も見られる。例えば， 1959年に，まちづくり運動

に端を発し，名古屋市千種台団地・自由ヶ丘学区

の住民達が市議会議員候補者による合同個人演説

会を開催した事例や円各地域の青年団が実現さ

せた立会演説会の事例(3)などが過去にも見られ

る。

このように，一般市民による立会演説会等開催

の試みは今日に至るまで皆無であったというわけ

ではなく，試みられていた例は各地で見られる。

こうした試みについての全貌は不明だが，ただこ
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れが全国規模で広がっていくようになるのは，

1990年代の後半になってからである。

(2) 1997年2月の京都市長選挙立候補予定者に

よる講演会の開催

その一つのターニングポイントとなったのは，

1996年2月8日に行われた，京都市長選挙におけ

る講演会の開催である。この講演会を仕掛けたの

は，当時，立命館大学法学部の学生だった泉健太

である。泉は，友人らとともに，京都市長選挙に

立候補を予定していた 4人(後に 3人)による講

演会の実現に向けて立ち上がる。そして，泉らの

呼び掛けに賛同した京都市内 8大学の学生約50

名と共に，学生のみによる実行委員会「市長候補

を知る'96京都」を結成。彼らは「中立J，iボラン

ティアJ，i全ての市民のために」を旗印に掲げ，

講演会を実現させたのである同。

大学で政治学を専攻していた泉は，選挙や政治

に対する無関心，特に若い世代の無関心が目立ち，

投票率の低下が進んで、いく状況に対して，学生の

立場からでも「何か」できることがあるのではな

いか， と考えていた。

折しも，京都では，市長選挙を間近に控えてい

た時期であった。この時の選挙は現職市長の辞任

を受けての選挙で，京都市長選挙としては戦後最

短の 48日間で新市長が誕生するという，言わば緊

急事態の選挙でもあった。そのため，選挙管理委

員会も候補者陣営も準備不足で，市民の無関心，

より一層の投票率の低下が危慎されていた。

学生を中心に若い世代が政治に無関心なのは，

政治家の生の声が聞こえにくいのも原因の 1つで

はないのか。しかし，政治家の生の声を聞く場面

というのは現状ではほとんどない。ならば，自分

たちでそうした場を作ってみてはどうだろうか。

ちょうど市長選挙もあることだし，選挙に立候補

する人達を集め，市民が政策を知る機会を設ける

ことはできないだろうか。こうして，泉の考えて

いた「何か」は，選挙における講演会の開催と結

びついたのである。

京都における泉ら学生による動きを契機とし

て，以後，全国でこのような取り組みが試みられ
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るようになっていく。講演会，立会演説会，公開

討論会等，名称・形式は様々であるが(以後，こ

れらを総称して表現する場合，公開討論会，と表

記する)，選挙において市民の側から候補者を直接

知る機会をつくろうという取り組みである。

例えば，同年10月には衆議院議員選挙の埼玉

11区，翌1997年3月には名古屋市長選挙， 6月に

は千葉県船橋市長選挙， 10月には神戸市長選挙，

宮城県知事選挙などで公開討論会が聞かれる。京

都では学生が中心になって動いたが，その他の地

域では，学生だけではなく主婦や会社員など一般

市民も運動の中に加われ公開討論会を実現させ

ていった。

(3) リンカーン・フォーラム

京都市長選挙の公開討論会が行われた頃，こう

した公開討論会の運営をサポートする「リンカー

ン・フォーラム」が設立された。リンカーン・フォー

ラムとは，公開討論会を通じて政治家を選ぶ、とい

うルールを日本に根付かせる実践活動とネット

ワークづくりを行う，言わばNPOであり，このプ

ロジェクト及びネットワークを指してこう呼んで、

し3る(5)。

このリンカーン・フォーラムを立ち上げたのは，

小田全宏という人物である。小田は，東京大学法

学部を卒業後，松下政経塾を経て，政治や地球環

境，感性教育などの問題に取り組む NGOi地球市

民会議」を主宰していた。小田は，この地球市民

会議での活動を通して，特に政治の問題を深く考

えるようになった。小田が自らに課した最大の課

題は「国民にとって本当に満足しユく政治とは何か」

という課題であった。しかし，こうしたテーマは

あまりにも漠然としていたため，具体的に何をす

ればよいのか，小田はその答えを見付けられない

でいた。

そんな折，小田は，ふとしたきっかけでイギリ

スの選挙制度について知ることになる。イギリス

の選挙における確立された候補者選抜システム，

その中で繰り広げられる白熱した政策論争を見る

につけ，小田は，日本でも選挙の際，こうした政

策論争を活発化させる必要があるのではないかと



いう考えに至る。

「…私は，イギリスや，各国の選挙の実情を知る

なかで，やはり，各候補，各政党が，選挙の時に

一堂に会し，堂々と自分自身の理念や政策を主張

し，意見を戦わせる、公開討論かを日本で実現す

べきだと考えた…」何)。

こうして小田は，このプロジェクトの名を「人

民の，人民による，人民のための政治」という演

説で知られる，アメリカ合衆国第16代大統領アブ

ラハム・リンカーンの名を取って「リンカーン・

フォーラム」と名付け，全国に公開討論会を広め

ようと動き出す。

リンカーン・フォーラムは，全国に公開討論会

の開催を呼び掛けた。討論会の運営方法のアドバ

イス，運営マニュアルの作成などで公開討論会の

実現を目指す各地の人々の活動を支援した。

公開討論会運動が全国に広まっていったのは，

多くの人々がそれを求めていたということもある

が，その公開討論会の持つ性質が，広く一般の人々

にとって受け入れやすいものであったことも理由

の一つであった。リンカーン・フォーラムでは，

あくまで公平・中立の精神を貫き，特定の政党や

候補者に偏ることなし候補者に平等に便宜を与

える公開討論会を提唱した。また，討論会で扱う

テーマについても，特定のテーマに絞るのではな

くその選挙に関わる総合的なものをテーマにし

た。このため， リンカーン・フォーラム方式の公

開討論会は，市民の多様な関心領域をカバーでき，

従って討論会への多くの市民の参加が期待できる

ことになった。

こうして，リンカーン・フォーラムの設立・活

動が，公開討論会運動に拍車をかけた。 1998年7

月の参議院議員選挙，翌年4月の統一地方選挙で

は，大都市や農村など，地域を問わず，全国各地

で公開討論会が開催されるようになる。そして，

各地での取り組みは新聞やテレビで取り上げられ

るなど，大きな反響を呼ぶようになっていくので

ある。

選挙における公開討論会の今日的意義

第2節北海道における公開討論会運動の生成と

展開

(1) 1998年以前の公開討論会の動き

第2節では，公開討論会運動がどのように生ま

れ，どのように展開していったのかについて，北

海道における運動に焦点を絞って見ていく。

北海道では， 1994年 11月の旭川市長選挙にお

いて，候補者の 1人が他の 3人の候補者に呼び掛

ける形で公開討論会(合同個人演説会)が行われ

た(九この候補者全員による討論会は，立会演説会

の廃止以降，道内の首長選挙としては初めて行わ

れたものであった。

そして， 1995年4月の統一地方選挙時には，道

内各地で公開討論会の開催を求める動きが見られ

た。例えば，北海道知事選挙や北海道議会議員選

挙・恵庭市選挙区，稚内市長選挙，千歳市長選挙，

歌志内市議会議員選挙，足寄町議会議員選挙など

で公開討論会が開催されている。

また，この後， 1996年10月の衆議院議員選挙で

は，北海道新聞社が主催して北海道9区の立候補

予定者3人による公開討論会が聞かれているヘ

(2) r公開討論会を実施する道民の会」の結成

1998年に入ると，参議院議員選挙を 7月に控え

た札幌で，市民グループ「公開討論会を実施する

道民の会」が結成された。会社員を中心に主婦や

学生を交えた約10名がメンバーとなり，参議院議

員選挙の候補者による公開討論会を実現させよう

と運動を始めたのである。代表となった笹村ーは，

この数年前，リンカーン・フォーラム代表の小田

全宏と出会い，北海道でも公開討論会を広めよう

と決意。友人らに呼び掛けた。

この道民の会の結成により，北海道の公開討論

会は，これまでの「公開討論会ブーム」仰を超え

てJ運動」としてその第2幕を迎えることになる。

笹村は元・旧国鉄の職員だった。その後，民営

化を機に国鉄を退職し保険代理屈を聞くが，政治

の世界とは全く無縁のサラリーマン生活を続けて

いた。しかし，笹村は長い間，伺か社会に貢献す

る活動をしていきたいと考え続けていた。そんな

折り，小田と出会い公開討論会の話を聞いて r白
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分がやることはこれだ」と思ったのだという。

道民の会のメンバーは，笹村を始めそのほとん

どが，選挙の投票以外にはこれといって政治的な

活動に加わった経験はなかった。中には，選挙に

さえ行ったことがない，選挙に行っても今まで一

度も候補者の名前を書いたことがない，というメ

ンバーもいたほどである。つまり，この公開討論

会運動は，政治活動や市民運動の経験のないほと

んど素人の人間違によって始められたのである。

ただ，メンバーは皆現状の政治や選挙のあり方に

は漠然とした不満を抱いており，公開討論会を通

じてその現状に一石を投じようという共通の意識

を有していた。

(3) 参議院議員選挙立候補者による合同個人演説

ム一品

道民の会による初めての試みは，参議院議員選

挙の候補者による「合同個人演説会」の開催であっ

た。当初は，道民の会が主催する公開討論会を予

定していたが，選挙の告示日以後の開催となった

ため，各候補者が主催する合同個人演説会という

形式に変更せざるをえなくなった。このため，表

面上，道民の会は演説会の裏方という役割に撤す

ることになったが，実質的な運営は道民の会が担

うことになった。

道民の会の候補者への出席要請に対し， 10人の

候補者のうち民主党や自由党などの公認候補者を

含めた 6人が出席に応じ，同年6月30日，国政選

挙としては道内初の試みとなる合同個人演説会が

開催されることになる。なお，遊説日程等の都合

で参加できないとする 4候補に対しては，演説会

は有権者が候補者の政策や人柄を見極める大切な

機会であること，公平・中立に行うことなどを強

調し直前まで出席を要請したが，結局は 4人とも

欠席となった。

演説会は，抽選順に 1人7分の個人演説を行っ

た後，約1時間，森啓・北海学園大学教授の司会

で，政治改革，経済，福祉を主テーマに一問一答

方式による討論。最後の 20分を聴衆に予め書いて

もらっておいた質問票による各候補者への質問で

締め括り，約2時間の演説会は終了した。
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聴衆は約 150人程で，道民の会が目標としてい

た500人を下回った。聴衆からは I候補者同士の

活発な論戦を期待していたが，単なる演説で終

わってしまい，肩透かしを食ったJ，I進め方にも

う少し工夫が必要だったのではないか」と不満を

漏らす声も出た(1九確かに，一般有権者に対する

広報が不足していたこと，運営の方法についても，

道民の会としては初めての試みで不慣れ・手探り

であったことは否めない。また，演説会に，自民

党，社会民主党という主要政党の候補者が欠席し

たことも，有権者の関心を薄めさせた要因とも

なった。

一方，中には I候補の人柄にも触れることがで

きた。これからもこういう機会をもっと増やして

ほしい}1りなど，演説会それ自体については評価

する声もあった。

(4) 札幌市長，北海道知事選挙立候補予定者によ

る公開討論会

道民の会は，この演説会での経験を踏まえて，

翌 1999年4月の統一地方選挙では，札幌市長選

挙，北海道知事選挙の公開討論会を開催すること

になる。前回の反省から早めに準備に取り掛かり，

選挙告示後の合同個人演説会という形でなく，告

示前に，道民の会主催の公開討論会として行うこ

とにする。

札幌市長選挙の公開討論会は，同年3月17日，

現職市長K，前参議院議員N，前札幌市議会議員

Tの立候補予定者3人が揃い，午後6時から 2時

間半，札幌市の「ルネッサンスホテル」にて開催

された。最初に I人 10分ず、つ政策の発表を行った

後，伊藤明美・藤女子短期大学助教授の司会で，

景気・雇用対策，行財政改革・情報公開，少子・

高齢化対策，ごみ・環境問題，道路・施設等の拡

充，教育・文化活動をテーマに 2時間あまりに

渡り討論が交わされた。会場ほぽいっぱいの約

400人の聴衆も訪れ，この模様は後日， STV放送

によってテレビ放送された。また，ケープルテレ

ビでも， 20日から 22日の聞に計9回，ノーカット

で放映された(1九

一方，北海道知事選挙の公開討論会は，周年3



月20日， 2人の新人候補予定者が出席し午後5時

半から 2時間半，札幌市の「かでる 2.7Jにて開催

された。討論会は森啓・北海学園大学教授の司会

により，札幌市長選挙の時と同様の形で進められ

ていった。しかし立候補を予定していた現職の知

事Hは， 20日当日の函館での「公務」を理由に欠

席した。討論会ではHの座席も用意され， Hの政

策・主張は， Hから届けられた文書を道民の会の

メンバーが代読した。現職知事が欠席したため聴

衆も少なし新人2人の候補の批判も空回りで，

論戦を深めることはできなかった{問。

前者については，全体的な時間不足，聴衆から

候補者への質問の時聞が短い，自分の質問が取り

上げられなかったなどの不満が出たが，討論会の

内容については概ね評価する声が多かった。討論

会前には， NとTが，ー与党相乗りの現職Kをどれ

だけ攻められるかが注目された。しかし， Kの2

人に対する真撃な反論が好感を呼んで，討論会は

不利と言われたKの株を逆に上げた。投票結果に

もそれが表れ， Kは再選を果たす。市長選挙にお

いてこの公開討論会の果たした役割は大きかった

と言える。

しかし後者については，討論の内容以前の問題

として，現職知事の欠席という大きな課題が残さ

れた。 Hは当初 I政党色がある団体の主催なら見

合わせるが，今回は中立の市民団体が聞くものな

ので，道民に政策を訴える場としたいJ (H陣

営)(14)と討論会への出席を約束していたが，後に

なって，ロシア・サハリン州の副知事らが来道す

ることになり，その出迎えのため函館に出張する

ことになったという「公務」を理由に，出席を取

り消したのである(15)。道民の会では，討論会の日

程の変更などを持ち掛け，討論会直前までH陣営

に出席を働き掛けたが， Hは欠席した。

確かに， Hは現職の知事であり，ある程度まで

「公務」が優先されることは仕方がないであろう。

しかし，討論会当日に， Hが，その「公務」の合

聞を縫って支持者の集会に参加していたことは確

認されている事実でもある(1ヘ Hの欠席には，道

民を無視しているなどという厳しい批判が寄せら

選挙における公開討論会の今日的意義

れたが，それでもHは，選挙では大差で2人の候

補を退け当選を果たした。 H陣営にとっては，与

党相乗りという磐石の態勢で当選が確実視されて

いたこともあり，選挙における公開討論会という

ものの位置付けはあまり大きいものではなかった

のであろうか。そういった事情もあり，新人候補

から批判を受ける公開討論会に敢えて出席するこ

とへのインセンティブが働かなかったとも考えら

れる。

しかし，このような公開討論会が，候補者にとっ

ても有権者にとっても重要なものとの認識が， H

にも，そして多くの有権者にもあったならば，た

とえ「公務」があったとしても，おそらく Hは何

とかして出席を試みたに違いない。なぜならば，

こうした場合にもし討論会に欠席したならば，市

民の批判の渦に巻き込まれ，選挙での自分の当選

が危うくなる可能性が高くなるからである O

こうしたHの政治感覚はともかく，今回のHの

欠席は，市民がつくる公開討論会というものがま

だ始まったばかりの運動にすぎず，候補者の聞に

も有権者の聞にも，着実に根を下ろしてはいない

という現状が浮き彫りになった。

(5) 全道に広がる公開討論会

しかし，この統一地方選挙においては，道民の

会のこれまでの取り組みなどもあり，北海道内各

地でも，市民の側から公開討論会を聞こうという

運動が生じてきた。例えば，小樽市長選挙，網走

市議会議員選挙，早来町長選挙，京極町議会議員

選挙，虻田町議会議員選挙，赤井川村長選挙等，

公開討論会の動きは着実に広がっていると言って

よい(1九その内実を見ても，網走では東京農業大

学の学生が中心になって行ったり，赤井川村のよ

うに，地縁・血縁が重視され一般には公開討論会

を行うのは難しいと言われる農村地域でも行われ

るなど，多彩でトある。 1995年の統一地方選挙時に

おいては新聞社等マスメディアが主催する場合が

多かったが，今回はその多くが市民による手作り

の討論会であった。

ただ，砂川市長選挙，三笠市長選挙，白老町長

選挙，美瑛町長選挙など，市民の側が実行委員会
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を企画し，公開討論会を行おうとしたものの，候

補者の欠席その他の事情により開催を断念せざる

をf尋なかったところも多かった。

第3節公開討論会運動の行方公開討論会運動

が目指すもの

以上，市民による公開討論会運動の歴史，そし

て北海道における公開討論会運動に焦点を当て，

その生成と展開の過程を概観した。この章の最後

に，市民による公開討論会運動は何を意味するの

か，それは何を目指しているのか，まとめてみる。

これまでも若干言及してきたが，これまで述べ

てきた選挙における公開討論会を主催者に着目し

て分類すると，次の 5つのケースに分けられる。

1つは，法的に位置付けられた公的機関が，法律

の規定に従って開催するケースで，選挙管理委員

会が主催するかつての立会演説会がこれに該当す

る。 2つは，政党や候補者が自ら開催するケース

で，選挙運動としての個人演説会を候補者が合同

で行う，合同個人演説会がその例である。 3つは

マスメディア，新聞社やテレビ局などが開催する

ものである。 4つは，マスメディア以外の既存の

民間団体，例えば青年会議所などが開催するもの

である。 5つは，例えば「公開討論会を実施する

道民の会」のように，一般市民有志が実行委員会

を組織してボランティアで開催するものである。

この分類は，あくまで表向きの主催者はどこかと

いう観点から分類したものなので 2，3， 4の

ケースであっても，一般市民が討論会の開催を働

きかけ，実質的な運営を担う場合には 5のケース

の範障に入れてもよいであろう。

今日の公開討論会運動で注目されるのは，多く

の公開討論会が一般の市民による手作りで運営さ

れていること，すなわち 5のケース(実質的に 5

のケースに入るものも含めて)に分類される討論

会が増えてきているということである。その意味

で，今日の公開討論会運動とは，普通の市民が起

こした大きなうねりとも言えるものである。

では，公開討論会運動に携わる市民達は，どの

ような思いでこの運動に携わっているのだろう

か。また，この運動はどのようなものとして理解
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することができるのであろうか。公開討論会の開

催を通じてよりよい政治家を選び，よりよい政治

の実現を目指し，そして自分達の生活をよりよい

ものにしていこうとする気持ちは，運動に携わる

万人に共通する思いである。それは，普通の市民

が，政治には素人の市民が，互いに力を合わせて

政治に変革の波を起こそうという i市民版政治改

革J(l8)の運動であると言える。

しかし，公開討論会運動を，単に「市民版政治

改革」の運動であると位置付けるだけでは，運動

の本質を理解したことにはならないだろう。「公開

討論会を実施する道民の会」代表の笹村は，公開

討論会運動は「生活向上運動の一環」だと言う。

宮城県知事選挙の公開討論会を実現させた藤田和

久は i公開討論会は候補者の意識を変えるのでは

なく，有権者の意識を変える運動」と位置付ける。

また，北海道白老町で町長選挙の公開討論会運動

に携わった中谷通恵や粂田智子は i公開討論会

は，候補者選択の場， という以上に，町民が共に

まちづくりを考える場」なのだ í~自分達のまち

づくりは自分達で考えましょう』という町民への

メッセージ」なのだと強調する。

彼らは，公開討論会という運動を通じて，自分

達は責任ある主権者なのだという意識に目覚め

る。そして，その意識の変革が，結果として「市

民版政治改革」の運動に結実するのである。つま

り，公開討論会運動の本質とは，主権者意識に目

覚めた市民自身の，市民自身による，市民自身の

ための，意識改革の運動なのである。

何れにしても，市民による公開討論会運動は，

選挙における問題点，すなわち選挙の際に有益な

情報媒体がないということ，選挙が「選ぶ、側であ

る有権者と選ばれる側である候補者との聞に繰り

広げられる相互の情報交流の場」となっていない

ことを明らかにし，公開討論会という新しい情報

媒体を提起した。この市民による問題提起を，今

後どのように選挙の中で生かしていくべきか。次

の第4章の課題である。

注第3章



(1) この章では，“有権者による"公開討論会運動

という表現ではなく，“市民による"公開討論会

運動という表現を用いている。その理由は，公

開討論会運動は，単なる選挙の客体としての“有

権者"の立場から，選挙の主体としての“市民"

へと脱皮していくための取り組みなのだという

ことを強調するがためである。

(2) 牧島久雄「住宅団地における自治活動名古

屋市自由ヶ丘学区住民の町づくり運動 JW町づ

くりの組織と運営~ (帥明るく正しい選挙推進全

国協議会， 1970年)， 3 ~32 頁を参照。

(3) 例えば，日本青年団新聞WWillyTimes~第 84

巻第5号， 1999年5月1日号などを参照。

(4) W読売新聞~ (京都市内版)， 1996年2月9日付

等。

(5) 地球市民会議， リンカーン・フォーラムホー

ムページ (http://www.r-u.com/forum)より。

(6) 小田全宏『国民が目覚める時~ (PHP研究所，

1998年)， 123~124 頁。

(7) W北海道新聞~， 1994年11月4日付。

(8) W北海道新聞~ (夕刊)， 1996年10月4日付。

(9) W北海道新聞~， 1995年4月2日付。

(10) W北海道新聞~， 1998年7月1日付。

(ll) 同上。

(12) W北海道新聞~， 1999年3月18日付，同・札幌

市内版 3月19日付に討論会の内容詳報。

(13) W北海道新聞~， 1999年3月21日付。

(14) W北海道新聞~， 1999年2月28日付。

(15) W北海道新聞~， 1999年3月2日付。

(16) 前掲 W北海道新聞~， 1999年3月21日付。

(17) この他，北見市長選挙，上士幌町長選挙でも

公開討論会が聞かれている。なお，前者は北海

道新聞社北見支社，後者は十勝毎日新聞社が，

それぞれ主催した。

(18) 五十嵐敬喜，小川明雄『市民版行政改革 日

本型システムを変える一~ (岩波書届， 1999年)

を参照。

選挙における公開討論会の今日的意義

第4章 選挙における公開討論会の今日的意義と

課題

第 1節選挙の種類と公開討論会

市民が提起する公開討論会は，選挙における新

しい情報媒体として有益なものであろうか。その

選挙における意義とは，これを定着させていくた

めの課題とは，何だろうか。第4章では，公開討

論会の意義，問題点，今後の課題等につき，様々

な角度から多様な論点を抽出し，考察していく。

まず，各種選挙(公職選挙法が規定する選挙)

において公開討論会はどのように位置付けられる

のか，その相違についてであるが，それぞれの選

挙によって，公開討論会の持つ意味は若干違って

くる。例えば，経験的には有権者の関心は参議院

議員選挙よりは首長選挙のほうが高く，公開討論

会に対する有権者の関心もおおむねそれに比例し

ている。また選挙の態様，予め結果が予想される

選挙か，蟻烈な選挙戦かによって，公開討論会が

有権者の選択にとって大きな効果を発揮する場合

効果が発揮されにくい場合といった相違が生じた

りもする。そこで，討論会の運営方法等で工夫が

必要とされる場合もある。ただ，一般には，公開

討論会はあらゆる選挙が対象となり，そのすべて

の選挙において意義を有するものであると言え

る。

第2節公開討論会の今日的意義

次に，公開討論会の今日的意義とは何か。大別

すると 2つにまとめられる。 I点目は，マクロ的

に見て，選挙を，テレビがもたらした「イメージ」

中心の選挙から「政策」で争われる選挙へと理想

の形に変えていくこと。 2点目は， ミクロ的に見

て，現在の選挙において不足している新しい情報

媒体の登場により，選挙を充実した有権者・候補

者聞の情報交流の場としていくこと。この 2点で

ある。

(1) rイメージ」から「政策」へーテレビ政治の問

題点から

① 「イメージ」の選挙から「政策」の選挙へ
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イメージが選挙において無視できないものと

なったのはマスメディア，特にテレビの発達と深

い関係がある。アメリカで「テレポリティクス」

(=テレビに影響される政治)が成立するのは，

1960年(昭和35年)のケネディとニクソンの 2人

の大統領候補によるテレビ討論の時であると言わ

れている(1)。

日本でも特に 1993年夏の衆議院解散・総選挙，

細川連立内閣の発足あたりから，テレビ朝日系列

の政治討論番組が人気を呼ぶ、など，アメリカのよ

うなテレビ政治の時代に入ってきている(九

しかし，テレビによる政治討論会の人気などテ

レビ政治の進展は，必ずしも政策論争を高めるこ

とにはならない。テレビの世界は視聴率万能の世

界であり I視聴率が究極の目標である以上，政策

が主たるテーマにはならない。つまらないから }3)

である。こうして，選挙の際の選択は，政策より

も候補者のイメージでなされるようになってい

く。しかし，本来，選挙はイメージではなく政策

で争われるのが基本であろう。

公開討論会では，候補者が有権者の面前で各自

の政策の是非をめぐって討論が繰り広げられる。

たとえAという候補のほうがBという候補よりも

テレビ映り(イメージ)が良かったとしても，公

開討論会の場でAの主張する政策がBのそれより

劣ると有権者に判断されれば，有権者はAを選ば

ずBを選ぶことになるだろう(九つまり，公開討論

会は，選挙を政策で争うという，理想、形に近付け

る大きな可能性を有していると考えられる。

② 情報媒体の多元化・重層化

このように，イメージ選挙を作り出すのはテレ

ビを中心としたマスメディアである。特に，現代

の「新・無党派層」は，政党や候補者(政治家)

個人との接点はあまりなし従って(選挙情報だ

けに限らないが)選挙情報の入手の手段としてマ

スメディアが大きなウェイトを占めている。ここ

では，マスメディアが伝えるイメージが，投票選

択の際の基準の重要なポイントとなる。そうする

と，有権者が，マスメディアから受けるイメージ

を確認する手段を持っていないことが大きな問題
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となってくる(5)。この問題を解消するためには，マ

スメディアに集中する情報を分散・開放すること

が必要となる(6)。

ここで，公開討論会は，マスメディアからの情

報伝達ルートとは別の，有権者自らが足を運び，

有権者自らの日，耳で選挙情報を入手することが

できる，もう 1つのルートを切り開くことになる。

公開討論会は，この意味で，情報の多元化と重層

化を進める 1つの有力な手段として，その意義が

見出だされることになる。

③ 政治参加促進への可能性一「ナマ」の接触によ

る有権者の能動性確保

また，テレビ政治は，有権者の政治参加を阻害

する傾向がある。テレビ政治の先進国であるアメ

リカでも，テレビの影響による政治参加の衰退が

指摘されている(九日本でも最近は投票率の低下

傾向が続いているが，それは，日本におけるテレ

ビ政治時代の本格的到来の時期とほぼ重なってい

ることから，テレビの影響が政治参加の衰退の大

きな要因の 1っと考えられる。

このようにテレビ政治の進展により政治への参

加が衰退していく中，公開討論会は，逆に有権者

の政治への参加を促進させる可能性を有してい

る。有権者が，言わば「ナマ」で候補者に接触す

ることができる機会を設けておくことは，政治参

加という点で重要な，有権者の能動性を確保する

ことにもつながるのである。

(2) 有権者・候補者聞の情報交流の場として

① 候補者の比較・直接・総合評価一有権者の視

点から

公開討論会は，選挙を有権者と候補者との聞の

情報交流の場として機能させるために大きな役割

を果たす。具体的には，有権者の視点，候補者の

視点，有権者・候補者双方の視点から，次のよう

な効果を発揮する。

まず，有権者の視点からは，候補者を相互に比

較しながら直接評価できること，候補者の政策内

容から立ち居振る舞いまで，総合的な観点から評

価できることである。公開討論会という場を通し

て，有権者と候補者とが直接 Iナマ」で接触する



ことにより，有権者は候補者の真の姿を知ること

ができる(8)。

有権者が候補者を直接・比較評価できる点では，

かつての立会演説会も同様であった。しかし，立

会演説会と公開討論会との違いは，前者は候補者

が順番に「演説」していくものであったのに対し，

後者は候補者同士の「討論」が主体となる。この

候補者同士の討論により，候補者の違いはより一

層明確にされ，有権者にとっては投票判断の基礎

材料を得る場として大いに有益なものとなる。

② アピールの機会一候補者の視点から

候補者の視点からは，これが自分自身を広く有

権者にアピールするための絶好の機会となる。た

だの連呼や通りすがりの人々に対する街頭演説な

どに比べ，主張発表の時間や政策に関する発言の

機会が多く与えられることから，アピールの効果

は大きし当。

一般に支持者の集まりであることが多い個人演

説会に比べても，不特定多数の，しかも少なくと

も候補者の話が聞きたいという熱心な有権者が多

数集まる公開討論会では，有権者一般に広く訴え

掛けることができる。つまり，個人演説会で，自

分への投票が確実視されている有権者に訴えるこ

とよりも，公開討論会で投票する候補者をまだ決

めかねている「新・無党派層」に対してを中心に

訴えていくことは，候補者にとっても新たな票の

獲得にもつながるということになる。また，これ

がテレビで放送されたり，新聞で報道されたりす

るならば，多数の有権者が(この場合，間接的に

ではあるが)公開討論会に参加することとなり，

そのアピール効果はますます大きくなる。

このように効果が大なるがゆえに，候補者も十

分に政策や人物を磨いて公開討論会に望まざるを

得なくなり，その結果候補者の質も上がるという

効果が期待される。

③ 争点の明確化一有権者・候補者双方の視点か

ら

公開討論会とは，言うまでもなく候補者同士の

討論である。では，ここで何を討論すべきかが問

題となるが，この討論内容を決める過程で，見当

選挙における公開討論会の今日的意義

らないと言われる争点が明らかにされる O そして

具体的な討論が繰り広げられる中で，明らかにさ

れた争点がより深められることになる。しかも，

こうした争点についての情報←争点情報開ーーが討

論の過程で整理され，有権者に対して公開される

ことになる。この争点情報の整理・公聞は，有権

者と候補者との情報の共有化であり，有権者の政

治参加の前提条件である。

選挙における争点の明確化，争点情報の整理・

公開は，イメージで争う選挙から政策で争う選挙

へと脱皮するための必要条件である。こうして，

公開討論会は，有権者にとっての候補者選択の場，

候補者にとってのアピールの場のみに止まらず，

有権者と候補者とで共に問題を考える場としての

機能をも有するのである。

第3節公開討論会をめぐる諸問題

(1) 公開討論会をめぐる諸問題・その 1 (公開討

論会を取り巻く状況から)

① 政治家の公開討論会に対する姿勢

一国会議員に対するアンケートから

公開討論会の開催にあたっては，候補者の討論

会への出席がなければ成り立たない。この点，現

職の政治家は，市民が主催する公開討論会に対し

てどのような姿勢を示しているのであろうか。表

4 -1は，民間の政策研究機関である『構想日本」

が， 1999年1月から 3月にかけ，衆参両院の国会

議員に対して行った「公開討論会に関するアン

ケート」の結果をまとめたものである(10)。これに

よれば，現職の国会議員は，市民が主催する公開

討論会ついては概ね好意的な評価を与えている。

しかし，その一方で討論会の有効性，自身の出

席について，公平・中立が条件という意見も出て

いる。そこで，候補者に公開討論会に対する理解

を得て出席してもらうためのポイントは，主催者

となる市民の側の公平・中立性ということになる。

② 候補者(現職)が出席を拒む理由

この点につき，候補者の公開討論会への欠席と

いう場面で考えてみる。これまでの取り組みを振

り返ってみると，候補者の公開討論会への欠席は
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表4-1 公開討論会に関する国会議員アンケート」

Q1 有権者主催の公開討論会は、候補者が有権者に政策や人柄を訴える場として有効だと考えますか?

A1 有効だ 117人 70.1% 

条件付きで有効だ 44人 26.3% 

有効とは思えない 4人 2.4% 

無回答 2人 1.2% 

合計 167人 100.0% 

*条件としてあげられた主な意見

大主催者の公平性、中立性が保たれること

大聴衆の構成が偏らないこと

Q2 選挙期間中に有権者主催の公開討論会開催を認めるべきだと思いますか?

A2 認めるべきだ 108人 64.7% 

認めるべきだ 108人 64.7% 

条件付きで認めるべきだ 49人 29.3% 

認めるべきではない 4人 2.4% 

その他 2人 1.2% 

無回答 4人 2.4% 

*条件としてあげられた主な意見

カ主催者の公平性、中立性が保たれること

大日程、回数等候補者の選挙運動に支障のない範囲で行うといい

Q3 有権者主催の公開討論会が企画されたらあなたは出席しますか?

A3 日程を調整してでも出席する 85人 50.9% 

条件によっては出席する 75人 44.9% 

出席しない 1人 0.6% 

わからない 1人 0.6% 

その{也 2人 1.2% 

無回答 3人 1.8% 

合計 167人 100.0% 

*条件としてあげられた主な意見

会主催者の中立と運営の公平性の確保

大主催者の適否をみて出席について判断したい

カ日干呈があえば

公開討論会を行う場合、会場費が 5~30万円程度かかります。
Q4 
あなたは公開討論会の費用を誰が負担すべきだと考えますか?

A4 行政による資金援助 102人 61.1% 

主催者が負担 16人 9.6% 

候補者が一部負担 4人 2.4% 

聴衆が負担 2人 1.2% 

その他 38人 22.8% 

無回答 5人 3.0% 

合計 167人 100.0% 

* rその他」としてあげられた主な意見
大行政による資金援助を受け、聴衆が負担

大主催者と聴衆が負担

す主催者と候補者が負担

カ公が負担
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Q5 将来公開討論会は選挙管理委員会のような公的機関が行うべきだと思いますか?

A5 はし〉 115人 68.9% 

いいえ 40人 24.0% 

その他 2人 1.2% 

無回答 10人 6.0% 

合計 167人 100.0% 

* Iはい」の理由としてあげられた主な意見
カ主催者の公平性・中立性が担保される

* Iいいえ」の理由としてあげられた主な意見
会形式主義に陥らないためにも、民間の自主的な運営が望ましい

Q6 公開討論会のテレビ放映についてどのようにお考えですか?

A6 全候補者が揃わなくても放映すべき 112人 67.1% 

全候補者が揃えば放映すべき 36人 21.6% 

その他 14人 8.4% 

無回答 5人 3.0% 

ぷ仁弘ヨ 吉口t 167人 100.0% 

(出典) r構想日本~ <公開討論会に関するアンケート〉集計結果(1999年3月実施)より

殊の外多い。例えば， 1998年の参議院議員選挙で

は，栃木，和歌山，高知県などでは，市民が主催

した公開討論会へ候補者が出席を拒んだため，討

論会を実現できなかった。この他にも，候補者の

欠席により公開討論会の開催を断念せざるを得な

かったケースは数多く見られる。しかも出席を拒

む候補者というのは，現職の議員，現職の首長の

場合が多い。

例えば，北海道のB町では，町民グループが主

催した町長選挙の公開討論会に 3人の候補者が

連帯して参加を拒否。同じく S町では，同様の公

開討論会に 3人の候補者のうち現職を含む 2人

が参加を拒否し，何れも公開討論会を開催するこ

とはできなかった。参加を拒否した候補者は，そ

の理由の一面を次のように吐露している。

「運営方法など不明な点が多く，政策などを十分

に表明できるか分からない…」

(B町・ S候補)

「私が知らない聞に(討論会の)日時，場所，方

法が決まっている事…たしかに票を頂く身です

が，あまりにも一方的に決定され，したがえと言

う事からしても，疑問を感じる次第であります・・・」

(S町・ S候補)

このことから指摘できるのは，公開討論会の公

平・中立な運営の重要性である。 B町・ S候補や

S町・ S候補の言からは，公開討論会の運営に対

する強い疑念を感じることができる。候補者は，

公開討論会は誰かが裏で手をヲ|いているのではな

いか，特定の候補者の肩を持っている団体が主催

しているのではないかと，常に疑いの日を向けて

いる。

候補者にとって r選挙は戦しりである。戦いで

ある以上，少しでも自分の選挙に不利になるよう

な可能性がある限り，候補者は公開討論会には出

ょうとはしないだろう o 討論会を主催する側は，

公平・中立ということについては十二分に注意を

払わなければならない。そうでないと，候補者の

理解を得られずに，討論会の実現も叶わないとい

うことになる。

③ (特に)現職の政治感覚

しかし，公開討論会がたとえ公平・中立な運営

を担保されていたとしても，討論会に候補者が欠

席するという事態は生ずる。

現職の議員や首長と新人候補が公開討論会の場

で対崎する場合，現職は新人候補から批判を受け

る身となる。現職の身とすれば，確かに批判を正

面から受ける討論会には出ずらいであろう。しか

し， (現職が出馬しない，新人候補同士の争いの場
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合は別として)選挙は，これまでの実績から支持

を訴える現職と，それを批判して支持を訴える新

人候補という構図で行われる。そして選挙におけ

る議論もこの構図の中で行われるのであるから，

現職の討論会への欠席は議論を成り立たせなくす

る。

公開討論会への候補者の出席に法的な義務はな

い。しかし，選挙における議論を成立させるため

には，現職の出席には道義的な義務がある，と言っ

てもよい。従って，公開討論会の成否は，批判を

受けてでも有権者に直接訴え掛けていこうという

姿勢があるかないかという，現職の政治感覚にも

大きく左右される。

④ 議論・討論の風土，有権者の姿勢

こうした現職を含む候補者の政治感覚が研ぎ澄

まされるかどうかは，選挙戦で忌'陣のない議論・

討論ができる環境が育っているのか否かにもよ

る。そして，そうした環境を育てていくのは，有

権者の役割でもある。

先のS町で公開討論会に欠席した候補者は次の

ようなことを述べている。

「…(討論会のような)派手な論争，討論や無意

な相互比較，パフォーマンスでなく，自分の信ず

る所を，町民 1人 1人とひざを合わせて向き合い，

三五 hA.;<;口口り口フ・・・」

(S町・ K候補)

「…討論会という形式ではなく，膝を突き合わせ

てのお茶懇の場のほうがより深く理解して頂き，

お1人お 1人の声を聞くことが出来ます。これが

私の選挙方法であり 4年間続けてきた事が多く

の皆様に支持をして頂いております…」

(S町・ K候補)

この発言からは，選挙では公開討論会で政策に

ついて論じなくても，有権者と個人的に話をして

いればいいのだ，という候補者達の認識が読み取

れよう。候補者が有権者個々人と接触し政策につ

いて地道に訴えていくことは，選挙運動の基本で

もあり，否定されることではない。しかし，候補

者が一堂に会し，討論する場としての公開討論会

もまた重要であるとの認識は，ここにはない。
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こうした候補者に対して，お互いの議論・討論

が必要であるとの認識を持たせるには，有権者の

姿勢が問われる。「市民による」公開討論会で、ある

以上，選挙管理委員会やマスメディアが主催する

場合と違って，その「権威」はあまりない。そこ

で，公開討論会を支えるのは，多くの市民・有権

者である。討論会を拒む候補者がいた場合，その

候補者に対して，その意義を訴える世論を盛り上

げていくことが何よりも必要となる。

⑤ マスメディアの反応

市民主催の公開討論会については，一般にマス

メディアは好意的な反応を見せている。例えば北

海道においても I公開討論会を実施する道民の

会」で初めて公開討論会の開催を試みた時には，

北海道新聞社が討論会の意義と題する社説を発表

したり，また札幌市長選挙の公開討論会の時はテ

レビ放送を行う放送局も表れた。

マスメディアの影響力は大きし当。ゆえに，マス

メディアのこうした報道は，公開討論会を成功さ

せようという市民にとっても大きな味方となる。

報道の他にも，マスメディアの後援などによる応

援があれば，公平・中立性に疑いを持つ候補者に

対しても説得がしやすくもなる。

(2) 公開討論会をめぐる諸問題・その 2 (運営上

の問題点)

① 公職選挙法の制約 164条の3

運営上の問題点の第 1として，公職選挙法上の

制約が挙げられる。選挙の公示・告示後の公開討

論会は，公職選挙法が明示的に禁止しているので

(164条の3)開催はできない。従って，公開討論

会を開催するためには，選挙の公示・告示前に行

うしかない。

選挙の告示・公示の前後に関わらず，有権者の

側が最も効果的と判断した時に，自由に討論会を

開催できるようにするためには，この 164条の3

が大きなネックとなる。

②討論会のノウハウ

具体的・技術的な運営の場面でも，様々な問題

がある。市民の側が公開討論会を仕掛けていく際

の諸問題，実際の討論会の内容面での諸問題であ



る。

まず担い手(実施母体)をどうするかに始まり，

候補者へのアプローチの仕方，討論会場の確保や

資金の準備など，様々な課題がある。

こうした課題を乗り越え，公開討論会が有権者

にとっても候補者にとっても有意義なものになる

よう，今後の様々な経験の積み重ねが必要だろう。

そして，公開討論会の開催における成功・失敗の

経験を共有し，それ以後の取り組みに生かしてい

けるよう，市民同士の情報ネットワークの構築も

また，求められている(11)。

第4節公開討論会の制度構想、

(1) 公開討論会の条件整備一選挙運動の自由化

以上，第3節で見てきたように，市民の側から

公開討論会を行っていくには様々な問題がある。

これを解決していくためには，まず公開討論会を

行いやすくするための条件整備が必要である。

1点目は選挙運動の自由化である。現状の選挙

運動は過度に細かく規制されている。この規制が，

選挙を，有権者と候補者との相互の情報交流の場

にすることを阻んでいるということは，第2章で

指摘した通りである。

公職選挙法は，選挙運動の中における有権者を

「第三者」と見倣している。つまり，有権者は選挙

運動の部外者，観客であり働き掛けられる対象で

あっても，選挙運動への積極的な参加者であって

はならないとされている。そのため，有権者は強

く求められない限り選挙運動へは関わりを持とう

とはしなしがl九これは，公職選挙法が公権的秩序

の強制，公権による選挙過程の過剰管理・取締主

義の体制を取っていることから生ずるものであっ

て，結果的にこれが選挙における市民の自治を抑

制していることになる(13)。

選挙自体は公的な行事であるが，選挙によって

公職の地位にっこうとする意欲は，候補者にして

も政党にしても私的な存在に担われ，私的な努力

が追求されるものである。その意味で選挙運動は

私的な行事であるは九私的な行事である以上，ま

ずは「自由J. そして「自治」が原則とされなけれ

選挙における公開討論会の今日的意義

ばならない。自由のないところに自治はないから

である。しかし，選挙運動における市民の自由は

なく，従って市民の自治もない。公開討論会は，

選挙における市民の自治的な取り組みでもある。

選挙運動における自由の抑制が，公開討論会運動

の取り組みを妨げる根源でもある。

そこで，公開討論会の環境整備の第1として，

選挙運動の大幅な自由化が必要である。有権者を

選挙運動の単なる客体，対象としてではなく，選

挙運動に積極的に関わっていく主体として位置付

けるべきであろう。この観点から，選挙の公示・

告示後の公開討論会の開催を禁ずる公職選挙法

164条の 3の改正若しくは撤廃は必須である。

この他，戸別訪問の規制や言論活動，文書活動

を制限する様々な規制についても，原則として撤

廃すべきであろう。こうした選挙運動の自由化に

は，資力のある人聞が選挙に有利になり，選挙の

平等を失わせるという反論も出されよう。しかし，

これは，選挙運動資金の上限を定め，支出につい

ては厳格な対応をすることにより解決される問題

である。市民による選挙への自治的な取り組みを

促し発展させていくためには，選挙運動の自由化

は必要条件なのである。

(2) 公開討論会の条件整備 選挙の分権化

2点目としては，選挙の分権化が必要である。

現在は，公職選挙法が公職の選挙をすべて一括し

て規定している。しかし，各種選挙は，国政選挙，

地方選挙，衆議院議員選挙，参議院議員選挙，首

長選挙，地方議会議員選挙など，それぞれが別の

意味を持っている。従って，本来は，これら選挙

のあり方は別々に分割して規定することが望まし

い。すなわち，選挙法の各種別分割である(1九

ここで，公職選挙法の一括規定から特に分割す

ることが求められるのは，地方選挙である。地方

自治体の選挙においては，国政選挙の場合とは違

い，その自治体固有の問題，ローカルな問題が議

論の中心となる。そこでは，選挙のあり方も国政

選挙の場合とは違ったその自治体独自のものが考

えられるべきだろう。

今日ではさらに，地方分権を推進させるという
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観点からも，それが求められる。地方分権によっ

て，住民に身近な行政が住民に身近な地方自治体

において行われ，個性的なまちづくりを展開して

いくことが期待されるのであれば，住民に身近な

地方選挙もまた，住民に身近な地方自治体により，

多様な展開が試みられてよいはずである(16)。

例えば，地方議会の選挙に関し，自分達の自治

体に最適と思われる議会と選挙の仕組みゃルール

を条例で作れるよう地方自治法・公職選挙法に規

定する，といったことが考えられる{問。また，地

方選挙については地方自治法・公職選挙法の規制

から外し，現行地方自治法を改めた(或いはその

上位規範としての)r (地方)自治基本法J，それに

基づく「自治憲章J r自治基本条例」により地方自

治体独自の選挙制度を作る，というような構想も

ある(1ヘ何れの改革案も，それぞれの地方自治体

が，それぞれの地域に見合った選挙制度を自由か

っ独自に作り出すことができるという点で同様で

ある。

このような選挙の分権化が叶えば，公開討論会

についても各自治体毎に様々な工夫をすることが

できるようになる。例えば， A町では条例により

公営立会演説会を復活させる， B市では市民によ

る公開討論会の開催を自由にする，というように，

その自治体の任意の判断で公開討論会の多様な展

開が期待されることになるのである。

(3) 制度化への展望とその問題点、

市民による公開討論会開催の試みは十二分に強

調されるべきである。しかし，市民の側の準備の

不徹底，特定の候補を有利にするような形で公開

討論会が仕組まれるなど，公開討論会の政治的悪

用等の問題点を抱えていることも事実である。ま

た，市民の側でスタップ・時間・資金など準備・

運営上の負担が重くなり，公開討論会を開催でき

なくなるといった懸念も否定できない。そこで将

来，公開討論会を何らかの形で公的に運営してい

くということも考えなければならない(19)。

そこで次に，公開討論会を制度化する場合には

どのような形があり，その問題点は何かというこ

とにつき検討し，制度化への展望を図ることにす

る。以下では 2つの座標軸，公開討論会を選挙

の公示・告示前に行うのか後に行うのか，公開討

論会を任意制にするのか義務制にするのか，とい

う観点から， 4つのケースに分けて考えてみた(図

4 -1)。既に触れてきた点もあるが，ここであら

ためて整理してみる。

① 公示・告示前，任意(20)

まず，選挙の公示・告示前に，公開討論会を任

意に行うというケースを考えてみる。一般の市民

が討論会を行おうとする場合，つまり現状の方式

がこれに当たる。公示・告示前の公開討論会の開

催は原則として自由である。但し，公開討論会は，

表4-1 I公開討論会の制度化 4つのケース」

公示告示同
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① 現状の方式、自由

→ノウハウが課題

(但し、選挙運動としてはx)

匝画

② 禁止(公選法164条の3)

→個人演説会の合問、公選法の改正

cf固かつての任意制公営立会演説会

公示告示同

③ 選挙運動としては×

(現状では矛盾つ)

④ 制度化(新規制度の開発)

→立会演説会の復活

公開討論会の制度化

屋量

cf.かつての義務制公営立会演説会



選挙運動とはならない限りにおいて認められるも

のであるから，討論会において投票依頼等の行為

を行うことはできない。また，公示・告示前であ

るから，討論を行う人物は「立候補者」ではなく，

あくまで立候補「予定者J (又は「表明者J) とな

ることに注意しなければならない。

このように，事前運動が禁止されていることか

ら，公開討論会の開催にあたっては若干の注意が

必要で，その点面倒なところがある。ただ，この

点を除けば自由に討論会を開催することができ

る。後は，具体的なノウハウ面での問題をクリアー

すれば，公開討論会を開催することはそう難しい

ことではない。

② 公示・告示後，任意(21)

次に，選挙の公示・告示後に，公開討論会を任

意に行うというケースである。しかしこれは，公

職選挙法が明示的に禁止している(164条の 3)。

これにより，選挙の公示・告示後には，市民が主

催する公開討論会を開催することはできず，公

示・告示前に選挙運動とはならない形で，つまり

当該選挙に立候補を予定若しくは表明している人

達を招いて公開討論会を行うということになる。

ただ，これまでに述べてきたように，現実には，

公職選挙法で認められている個人演説会(162条)

を候補者の合同で行う r合同個人演説会」という

形式で，有権者の側が事実上の公開討論会を開催

している例も多い。しかし，この場合，主催者は

候補者であるが実質的な運営は有権者の側で行う

という矛盾があり，公職選挙法の個人演説会に関

する様々な規制の網もかかり，例えば討論会を案

内するビラが配れなくなるなど，討論会の運営の

場面で支障をきたす場合も出てきて，実際の開催

は困難である。

従って，選挙の公示・告示後にも有権者が公開

討論会を開催できるようにするためには 164条の

3の撤廃若しくは改正が求められる。例えば，第

三者(有権者)主催の公開討論会を，一定の要件

のもとに，第三者主催の演説会の禁止規定の例外

として規定することなどが考えられる(22)。

選挙における公開討論会の今日的意義

③ 公示・告示前，義務

今度は，選挙の公示・告示前に，公開討論会の

開催を義務化するというケースであるo ここで義

務化するということは，何らかの形で法制度化す

るという意味である。しかし，このケースは現状

では考えられない。公職選挙法は事前運動を禁止

しており，選挙運動としての公開討論会を法制度

化するということは自己矛盾に陥ることになるか

らである o

ただ，事前運動の禁止を解除した場合，義務化

という選択肢は取り得る。この場合は，次の④の

ケースと同様に考えられる。

④ 公示・告示後，義務

最後に，選挙の公示・告示後に，公開討論会の

開催を義務付けるというケースである。狭義で公

開討論会の制度化という場合，このケースが該当

する。

公開討論会の制度化とは，これを法的に位置付

けるということを意味する。 lつには， (義務制公

営)立会演説会の復活が考えられる。今日の公開

討論会運動の盛況からは，一般有権者の多くは，

選挙において直接候補者を知る場を欲しているも

のと思われる。今，立会演説会を復活させるとい

うことは，こうした有権者の要望に沿うものとも

なる O

しかし，立会演説会は様々な問題点を抱え廃止

されたことからも分かるように，かつての制度を

そのまま復活させることには問題がある。仮に，

復活させる場合には，代理人による演説を認めず

候補者自身の演説を軸とする，立会演説会を，言

葉どおり，複数の同時出席による立会演説・討論

の会として実施するなどの方向での検討を進める

ことが望まれるだろう (23)。

これを一歩進めると，立会演説会を，あらため

て公開討論会という形で制度化することにもな

るO こうなると，候補者の「演説」ではなく候補

者同士の「討論」が主体となることから，ノウハ

ウ面での課題が生じよう。

立会演説会の復活にしても，それを進めた形で

の公開討論会の制度化ということにしても，どの
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ような形にするのかは様々に考えられる。例えば，

法的に公開討論会の制度は設けるが，実際に開催

するかどうかは選挙の種類によっては自由とする

など，その程度も様々である。公開討論会の制度

を構想していく際には，先に述べた選挙運動の自

由化，選挙の分権化といった課題も視野に入れつ

つ，考えていかねばならないだ、ろう。

(4) 公開討論会の「公設「市民営」イヒ」の構想

ただ，この制度化については慎重な姿勢が必要

である。制度化するということは，公開討論会を

法的に位置付けるということである。そうなると，

討論会は，選挙管理委員会等公的機関が主催する

ということになる。しかし，いわゆる「官」が公

開討論会を担うということになれば，選挙の公正

を重んずるあまり，討論会が画一的に運営されて

形骸化するという恐れが生ずる。

そこで，公開討論会の「公設『市民営」イ七」と

いう構想、である。つまり，公開討論会はあくまで

市民が担うということを基本にしつつも，選挙管

理委員会等公的機関が開催を支援するという制度

を設けのであるる(2九

例えば，公開討論会の開催を支援する制度を，

各自治体が条例で自由に決めることができるよう

にする。支援の中身としては，公開討論会の会場

として公営施設を利用する場合の無料提供聞な

ど開催にあたっての費用の負担，また場合によっ

ては選挙管理委員会職員の派遣など人的支援など

も考えられる。これは，討論会の会場，運営費用

等については行政側が負担するが，討論会の運営

については，公平・中立に行う限り市民の側の自

由に委ねるというものであり，これまでとは異な

る選挙公営の新しい形である。

選挙公営は，金のかからない選挙を実現し，選

挙運動における候補者間の平等をはかるという理

念の下に採用され，国や自治体が，候補者や政党

の選挙運動のための便宜供与・費用負担を行って

きた。しかし，このような選挙公営のやり方は，

選挙運動の規制強化の反対給付として進められて

きたため，選挙における自治や自発性の精神を圧

殺するという効果をもたらしている(2九
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従来の選挙公営が候補者を中心に支援していた

のに対し，この公開討論会支援制度は，選挙運動

において「第三者」と見倣され続けてきた有権者

の，選挙での積極的な活動を支援するものである。

従って，これまでの選挙公営とは逆に，選挙にお

ける有権者の自発的な参加を促すことにもつなが

る。

しかし，こうした支援だけでは不十分で，どう

しても制度化が必要というのであれば，各自治体

の首長選挙について，かつての任意制公営立会演

説会を参考にして，条例による「任意制公営公開

討論会制度」を創設するということも考えられる

であろう。

すなわち，地方自治体の首長選挙における公開

討論会は，各種選挙における公開討論会の中でも

効果を強く発揮し，かつ重要でもある。従って，

首長選挙のみを制度化の対象とするが，公開討論

会を行うかどうかは各自治体の判断とし，公開討

論会の中身も自由に工夫できるようにするのであ

る。これは，選挙の分権化を一部先取りした制度

とも言える。この他の選挙について公開討論会を

行うかどうかは市民の側の自主的な取り組み如何

によるが，これを行う場合は支援する制度を設け

るにれも各自治体の判断によるが)という形が

よいだ、ろう。

この制度では，公営の公開討論会が行われるか

らといって，市民による自主的な公開討論会が排

除されるわけではなく，自由に行うことができる

し，都道府県・市町村(の選挙管理委員会等)と

市民とが共同で主催しての公開討論会ということ

も可能にする。

③ 「運動の制度化」と「制度の運動化」

何れにしても，まずは，市民による公開討論会

の経験を積み重ねいくということが第1である。

これは，公開討論会運動を続けていく中から，何

らかの制度化を模索していくという，言わば「運

動の制度化」の過程である。

その制度化の形として，私案として，公職選挙

法 164条3の改正，条例による公開討論会支援制

度の創設，任意制公開討論会制度の創設という提



案を行った。もちろん，この他にも，公開討論会

の新たな形というものはあるだろう。どのような

制度化が望ましいのかは，今後の公開討論会の発

展知何による。しかし，制度化されたとしても，

一旦制度化されたものはそのまま放置しておけば

マンネリ化・形骸化し，新鮮味を失う。公開討論

会も制度化されたはいいが，やがてはその意義や

必要性が忘れられてしまうということにもなりか

ねない。これでは，立会演説会廃止の二の舞とな

る。

従って，仮に何らかの形で制度化されたとして

も，今日の公開討論会は市民による自発的な取り

組みの中から生まれてきたものだということを忘

れではならない。常にこの原点に立ち戻り，制度

のより活性化に務めなければならない。つまり，

「運動の制度化」の先には「制度の運動化」という

過程が待っている問。この「運動の制度化」と「制

度の運動化」の絶え間ない循環のプロセスが，公

開討論会をより活性化させ，定着させていくこと

にもつながるのである。
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2日付。十亀昭雄，清水俊行，相内俊一，神原

昭子，山本左門「統一地方選挙と地方自治J(W北

海道自治研究』第364号， 1999年5月号， 16~17 

頁)における相内の発言。

(18) 神原勝『市民自治の制度開発~ (北海道町村会，

1997年)， 66~77 頁。辻道雅宣『自治基本条例

への展望~ (北海道町村会， 1999年)， 18~20 頁。

西田裕子「都市憲章，自治基本条例とは何か」

木佐茂男編『自治立法の理論と手法~ (ぎょうせ

い， 1998年)， 67~79 頁。自治基本法研究会「分

権型社会の基本設計のためにー『地方自治基本

法』を提案する J ~世界』第 651 号， 1998年8

月号， 137~146 頁など。

(19) 小田全宏「公開討論会が選挙を活性化させる」

『中央公論~ 1999年4月号， 169頁。
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(20) 小笠原臣也「第三者主催の立会演説会J W選挙

時報』第22巻第6号， 1973年7月号， 1O~12 頁

を参照。

(2D 小笠原，前掲論文， 1O~12 頁を参照。

ω) 構想日本，前掲『政策を競う選挙にするため

の公職選挙法改正の提言』。

(扮富田ほか，前掲書， 55~56 頁。

(幼構想日本，前掲『政策を競う選挙にするため

の公職選挙法改正の提言~o

白) 個人演説会の公営施設の無料使用を定める，

公職選挙法 164条参照。

(26) 小関紹夫，阪上順夫，山本博編『選挙法全書』

(政治広報センター， 1975年)， 335頁。

間篠原ー『市民参加~ (岩波書庖， 1997年)を参

照。

結

市民による公開討論会運動は，本格的に始まり

出してからまだわずか数年にすぎず，運動として

の蓄積はまだまだ浅い。

とはいえ，公開討論会は，一般市民が提案した

新しい制度開発・政策開発の運動であり，また討

論の政治の実現を可能にする場であるという意味

で，今日的な意義を有している。

全国で公開討論会運動に携わる人々にとって，

この論文が公開討論会の今後の展望を切り開く上

で少しでも役に立つのであれば，筆者としては望

外の幸せである。

にいけ ひであき 附自治タイムス社編集局)
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